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第２章 環境の現況 

２－１ 大気質の現況 

(1)環境基準 

環境基本法（平成５年 11月 19日 法律第 91号）第 16条の規定に基づく「大気汚染に係る環境

基準」、及びダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年７月 16 日 法律第 105 号）第７条の規定

に基づく「ダイオキシン類による大気汚染に係る環境基準」は表２-１-１に、環境基準の評価方法

は表２-１-２に示すとおりである。 

表２-１-１(１) 大気汚染に係る環境基準 

①大気の汚染に係る環境基準 
物質 二酸化硫黄 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 微小粒子状物質 

環境 

上の 

条件 

1 時間値の１日平

均値が 0.04ppm 以
下であり、かつ、１
時間値が 0.1ppm

以下であること。 

１時間値の１日平

均値が 10ppm 以下
であり、かつ、１時
間値の 8 時間平均

値が 20ppm 以下で
あること。 

１時間値の１日平均値

が 0.10mg/m3 以下で
あり、かつ、１時間値
が 0.20mg/m3 以下で

あること。 

１時間値の１日平

均が 0.04ppm から
0.06ppm までのｿﾞｰ
ﾝ内またはそれ以

下であること。 

１ 時 間値 が 0.06 

ppm 以下であるこ
と。 

１年平均値が 15

μg/m3 以下であ
り、かつ、１日平均
値が 35μg/m3 以

下であること。 

測定 

方法 

溶液導電率法又は
紫外線蛍光法 

非分散型赤外分析
計を用いる方法 

濾過捕集による重量
濃度測定方法又はこ
の方法によって測定さ

れた重量濃度と直線
的な関係を有する量
が得られる光散乱方

法、圧電天びん法若
しくはベータ線吸収法 

ｻﾞﾙﾂﾏﾝ試薬を用
いる吸光光度法又
はｵｿﾞﾝを用いる化

学発光法 

中性ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ溶
液を用いる吸光光
度法若しくは電量

法、紫外線吸収法
又はｴﾁﾚﾝを用いる
化学発光法 

濾過捕集による質
量濃度測定方法
又はこの方法によ

って測定された質
量濃度と等価な
値が得られると認

められる自動測定
機による方法 

備考 

 1．この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しな

い。 

 2．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm 以下のものをいう。 

 3．光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄとは、ｵｿﾞﾝ、ﾊﾟｰｵｷｼｱｾﾁﾙﾅｲﾄﾚｰﾄその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ

溶液からﾖｳ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

 4．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μmの粒子を 50％の割合で分離できる分粒

装置を用いて、より粒径の大きな粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

大気の汚染に係る環境基準について（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

改正：（平成 8 年 10 月 25 日 環境庁告示第 73 号） 

二酸化窒素に係る環境基準について（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

改正：（平成 8 年 10 月 25 日 環境庁告示第 74 号） 

微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について（平成 21 年 9 月 9 日 環境省告示第 33 号） 

 

表２-１-１(２) 大気汚染に係る環境基準 

②ﾍﾞﾝｾﾞﾝ等による大気の汚染に係る環境基準 
物質 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

環境上の条件 
１年平均値が 0.003 

mg/m3以下であること。 

１年平均値が 0.2 mg/m3以下であること。 １年平均値が 0.15 mg/m3

以下であること。 

測定方法 
ｷｬﾆｽﾀｰ若しくは捕集管により採取した試料をｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計により測定する方法又はこ

れと同等以上の性能を有すると認められる方法 

備考 

 1．この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しな

い。 

 2．ﾍﾞﾝｾﾞﾝ等による大気汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損うおそれがある物質に係

るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、そ

の維持又は早期達成に努めるものとする。 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ等による大気の汚染に係る環境基準について（平成 9 年 2 月 4 日 環境庁告示第 4 号） 

改正：（平成 13 年 4 月 20 日 環境省告示第 30 号） 



6 
 

 

 

表２-１-１(３) 大気汚染に係る環境基準 

③ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染に係る環境基準 

物 質 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

環境上の条件 1 年平均値が 0.6pg－TEQ/m3以下であること。 

測定方法 
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたｴｱｰｻﾝﾌﾟﾗｰにより採取した試料を高分解

能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計により測定する方法 

備考 

 1．この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しな

い。 

 2．基準値は、2,3,7,8－四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ－ﾊﾟﾗ－ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について 

（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 

改正：（平成 14 年 7 月 22 日 環境省告示第 46 号） 

 

 

 
表２-１-２ 大気汚染に係る環境基準の評価方法 

評価方法 物質名 環境基準値による評価方法 

長期的評価 

二酸化硫黄 

一酸化炭素 

浮遊粒子状物質 

年間にわたる 1 日平均値である測定値（短期的評価で評価対象としない測定値は除

く。）について、測定値の高い方から 2％の範囲内にあるもの（365 日分の測定値があ

る場合は 7 日分の測定値）を除外して評価を行う。 

ただし、1日平均値につき環境基準値を超える日が 2日以上連続した場合には、この

ような扱いは行わない。 

微小粒子状物質 測定結果の 1 年平均値について評価を行う。 

短期的評価 

二酸化硫黄 

一酸化炭素 

浮遊粒子状物質 

連続して又は随時行った測定結果により、測定を行った日又は時間についてその評

価を行う。 

この場合、地域の汚染の実情、濃度ﾚﾍﾞﾙの時間的変動等にてらし、異常と思われる

測定値が得られた際においては、測定器の維持管理状況、気象条件、発生源の状

況等について慎重に検討を加え、当該測定値が測定器に起因する場合等地域大気

汚染の状況を正しく反映していないと認められる場合には、当該評価対象としない。 

なお、1 日平均値の評価に当たっては、1 時間値の欠測（上記評価対象としない測定

値を含む。）が 1 日（24 時間）のうち 4 時間を超える場合には評価対象としない。 

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 昼間（5～20 時・15 個/日）の 1 時間値の年間全ﾃﾞｰﾀについて評価を行う。 

微小粒子状物質 
長期的評価としての測定結果の年間 98 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値を日平均値の代表値として選

択し、評価を行う。 

98%値評価 二酸化窒素 
年間における二酸化窒素の 1 日平均値のうち、低い方から 98％に相当するものによ

り評価を行う。 
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(2)大気汚染物質発生施設の届出状況 

大気汚染防止法（昭和 43年６月 10日 法律第 97号）に基づくばい煙、粉じんに係る工場・事業

場数等は表２-１-３に示す。 

 

表２-１-３ 大気汚染防止法に基づく工場・事業場数等（横浜市） 

平成 23 年度 

項  目 工場・事業場 施  設 

ばい煙 1,385 3,609 

粉じん 
一般   97   545 

特定    0    0 

資料：横浜市環境創造局 

 
 

(3)測定状況 

横浜港の背後地域である臨海６区（鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区、金沢区）における

大気質の測定は、一般環境大気局８局、自動車排出ガス測定局３局が設置され、常時監視測定を行

っている。 

その測定状況は表２-１-４に、またそれぞれの測定位置は、図２-１-１に示す。 

 

表２-１-４ 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局の測定状況 

区 

 

分 

番 

 

号 

市町村 測定局名 所在地 

測 定 項 目 

二酸化 

硫 黄 

二酸化 

窒 素 

浮 遊 

粒子状 

物 質 

光化学 

オキシ 

ダント 

一酸化 

炭 素 

ベンゼン

等 

ダイオ 

キシン類 

一 

般 

局 

1 

横浜市 

鶴見区潮田交流ﾌﾟﾗｻﾞ 鶴見区本町通 4-171-23 ○ ○ ○ ○  ○  

2 神奈川区総合庁舎 神奈川区広台太田町 3-8 ○ ○ ○ ○    

3 中区加曽台 中区根岸加曽台 1-1  ○ ○     

4 磯子区総合庁舎 磯子区磯子 3-5-1 ○ ○ ○ ○    

5 西区平沼小学校 西区平沼 2-11-36 ○ ○ ○ ○   ○ 

6 金沢区長浜 金沢区冨岡東 6-16-1 ○ ○ ○ ○    

7 鶴見区生麦小学校 鶴見区生麦 4-15-1  ○ ○ ○   ○ 

8 中区本牧 中区本牧大里町 155-18 ○ ○ ○ ○  ○  

自 

排 

局 

9 

横浜市 

鶴見区下末吉小学校 鶴見区下末吉 2-25-6  ○ ○     

10 西区浅間下交差点 西区浅間町 1-16  ○ ○  ○   

11 磯子区滝頭 磯子区滝頭 3-1-68  ○ ○   ○  

注） 一般局：一般環境大気局、自排局：自動車排出ｶﾞｽ測定局 

資料：「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
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資料：「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 

 

図２-１-１ 大気汚染常時監視測定局等位置図 

9 

10 

11 
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(4)調査結果 

1)二酸化硫黄 

二酸化硫黄については、６測定局で測定を実施している。平成 24 年度における測定結果は表

２-１-５に、過去５年間の経年変化（年平均値）は図２-１-２に示すとおりである。 

平成 24 年度における日平均値の２％除外値は 0.005～0.012ppm の範囲に、１時間値の最高値

は 0.027～0.159ppmの範囲にあり、環境基準の長期的評価は全測定局で達成している。また、経

年的には、減少傾向を示している。 

 

表２-１-５ 二酸化硫黄濃度測定結果 

局
区
分 

市
町
村 

測定局名 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

1時間値

の年平 

均値 

1 時間値が 

0.1ppmを超えた

時間数と 

その割合 

日平均値が 

0.04 ppm を 

超えた日数と

その割合 

1時間値 

の 

最高値 

日平均

値の 2%

除外値 

日平均値が

0.04 ppm を 

超えた日が 

2 日以上連続

したことの 

有無 

長期的 

評価による 

超過日数 

○:達 成 

×:未達成 

(日) (時間) (ppm) (時間) (%) (日) (%) (ppm) (ppm) （日） 

一
般
局 

横
浜
市 

鶴見区潮田交流ﾌﾟﾗｻﾞ 362 8654 0.003 0 0 0 0 0.087 0.010 ○ 0 ○ 

神奈川区総合庁舎 360 8607 0.003 0 0 0 0 0.040 0.009 ○ 0 ○ 

磯子区総合庁舎 361 8620 0.005 2 0 0 0 0.159 0.012 ○ 0 ○ 

西区平沼小学校 364 8686 0.003 0 0 0 0 0.027 0.008 ○ 0 ○ 

金沢区長浜 364 8682 0.002 0 0 0 0 0.063 0.005 ○ 0 ○ 

中区本牧 365 8674 0.004 0 0 0 0 0.065 0.012 ○ 0 ○ 

注） 一般局：一般環境大気局 

資料：「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
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資料：「年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

図２-１-２ 二酸化硫黄濃度経年変化（年平均値） 
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2)二酸化窒素 

二酸化窒素については、11 測定局で測定を実施している。平成 24 年度における測定結果は表

２-１-６に、過去５年間の経年変化（年平均値）は図２-１-３に示すとおりである。 

平成 24 年度における日平均値の年間 98％値は 0.032～0.051ppm の範囲にあり、環境基準は全

測定局で達成している。また、経年的には、概ね減少傾向を示している。 

 

表２-１-６ 二酸化窒素濃度測定結果 

局
区
分 

市
町
村 

測定局名 

有効 

測定 

日数 

測定

時間 

1 時間値 

の 

年平均値 

1時間値

の 

最高値 

1 時間値が 

0.2 pm を 

超えた時間数 

とその割合 

1 時間値が 

0.1 ppm 以上

0.2 ppm 以下

の時間数と 

その割合 

日平均値が

0.06 ppm を 

超えた日数と 

その割合 

日平均値が 

0.04 ppm 以上

0.06 ppm 以下

の日数と 

その割合 

日平均

値の年

間 98%値 

98%値 

評価による

超過日数 

○:達 成 

×:未達成 

(日) (時間) (ppm) (ppm) (時間) (%) (時間) (%) (日) (%) (日) (%) (ppm) （日） 

一
般
局 

横
浜
市 

鶴 見 区 潮 田 交 流 ﾌ ﾟ ﾗｻ ﾞ 263 6333 0.022 0.083 0 0 0 0 0 0 20 7.6 0.047 0 ○ 

神 奈 川 区 総 合 庁 舎 322 7775 0.019 0.074 0 0 0 0 0 0 7 2.2 0.040 0 ○ 

中 区 加 曽 台 363 8673 0.019 0.076 0 0 0 0 0 0 7 1.9 0.039 0 ○ 

磯 子 区 総 合 庁 舎 364 8680 0.019 0.100 0 0 1 0 0 0 11 3.0 0.040 0 ○ 

西 区 平 沼 小 学 校 340 8148 0.021 0.077 0 0 0 0 0 0 17 5.0 0.045 0 ○ 

金 沢 区 長 浜 364 8670 0.015 0.068 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.036 0 ○ 

鶴 見 区 生 麦 小 学 校 302 7248 0.015 0.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0.032 0 ○ 

中 区 本 牧 362 8646 0.016 0.062 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.034 0 ○ 

自
排
局 

横
浜
市 

鶴 見 区 下 末 吉 小 学 校 362 8656 0.024 0.082 0 0 0 0 0 0 30 8.3 0.046 0 ○ 

西区浅間下交差点 365 8694 0.028 0.086 0 0 0 0 0 0 47 12.9 0.047 0 ○ 

磯 子 区 滝 頭 365 8701 0.025 0.082 0 0 0 0 0 0 41 11.2 0.051 0 ○ 

注） 一般局：一般環境大気局、自排局：自動車排出ｶﾞｽ測定局 

資料：「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
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資料：「年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

図２-１-３(１) 二酸化窒素濃度経年変化（年平均値） 
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資料：「年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

図２-１-３(２) 二酸化窒素濃度経年変化（年平均値） 
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3)浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質については、11 測定局で測定を実施している。平成 24 年度における測定結果

は表２-１-７に、過去５年間の経年変化（年平均値）は図２-１-４に示すとおりである。 

平成 24年度における日平均値の２％除外値は 0.050～0.059mg/m3の範囲に、１時間値の最高値

は 0.137～0.201mg/m3の範囲にあり、環境基準の長期的評価は全測定局で達成している。また、

経年的には、概ね減少傾向を示している。 

 

表２-１-７ 浮遊粒子状物質測定結果 

局
区
分 

市
町
村 

測定局名 

有効 

測定 

日数 

測定

時間 

1 時間

値の年

平均値 

1 時間値が 

0.20 mg/m3を 

超えた時間数 

とその割合 

日平均値が

0.10 mg/m3を 

超えた日数と 

その割合 

1 時間値

の 

最高値 

日平均値

の 

2%除外値 

日平均値が

0.10mg/m3

を超えた日

が 2 日以上

連続したこ

との有無 

長期的評

価による

超過日数 

○:達 成 

×:未達成 

(日) (時間) (mg/m3) (時間) (%) (日) (%) (mg/m3) (mg/m3) （日） 

一
般
局 

横
浜
市 

鶴見区潮田交流ﾌﾟﾗｻﾞ 360 8608 0.024 0 0 0 0 0.160 0.053 ○ 0 ○ 

神 奈 川 区 総 合 庁 舎 362 8640 0.023 1 0 0 0 0.201 0.053 ○ 0 ○ 

中 区 加 曽 台 356 8520 0.023 0 0 0 0 0.159 0.053 ○ 0 ○ 

磯 子 区 総 合 庁 舎 361 8643 0.024 0 0 0 0 0.144 0.053 ○ 0 ○ 

西 区 平 沼 小 学 校 360 8603 0.023 0 0 0 0 0.159 0.056 ○ 0 ○ 

金 沢 区 長 浜 360 8611 0.024 0 0 0 0 0.137 0.056 ○ 0 ○ 

鶴 見 区 生 麦 小 学 校 360 8597 0.022 0 0 0 0 0.186 0.054 ○ 0 ○ 

中 区 本 牧 357 8549 0.023 0 0 0 0 0.156 0.050 ○ 0 ○ 

自
排
局 

横
浜
市 

鶴 見 区 下 末 吉 小 学 校 362 8656 0.024 1 0 0 0 0.201 0.059 ○ 0 ○ 

西 区 浅 間 下 交 差 点 363 8653 0.025 0 0 0 0 0.158 0.057 ○ 0 ○ 

磯 子 区 滝 頭 363 8658 0.022 0 0 0 0 0.155 0.053 ○ 0 ○ 

注） 一般局：一般環境大気局、自排局：自動車排出ｶﾞｽ測定局 

資料：「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
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資料：「年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

図２-１-４(１) 浮遊粒子状物質濃度経年変化（年平均値） 
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資料：「年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

図２-１-４(２) 浮遊粒子状物質濃度経年変化（年平均値） 
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4)光化学オキシダント 

光化学オキシダントについては、７測定局で測定を実施している。平成 24 年度における測定

結果は表２-１-８に、過去５年間の経年変化（昼間の日最高１時間値の年平均値）は図２-１-５

に示すとおりである。 

平成 24 年度における昼間の１時間値の最高値は 0.111～0.144ppm の範囲にあり、全測定局に

おいて環境基準に適合しない。なお、経年的には、概ね減少傾向を示している。 

 

表２-１-８ 光化学オキシダント測定結果 

局
区
分 

市
町
村 

測定局名 

昼間

測定

日数 

昼間

測定

時間 

昼間 

の 

年平 

均値 

昼間の 1 時間

値が 0.06 ppm

を超えた日数と 

時間数 

昼間の 1 時間

値が 0.12 ppm

以上の日数と 

時間数 

昼間の 

1 時間値

の最高値 

昼間の 

日最高値の

年平均値 

○:達 成 

×:未達成 

(日) (時間) (ppm) (日) (時間) (日) (時間) (ppm) (ppm) 

一
般
局 

横
浜
市 

鶴見区潮田交流ﾌﾟﾗｻﾞ 362 5351 0.023 39 135 0 0 0.114 0.036 × 

神 奈 川 区 総 合 庁 舎 365 5409 0.025 55 251 2 2 0.143 0.039 × 

磯 子 区 総 合 庁 舎 365 5424 0.027 42 175 0 0 0.111 0.041 × 

西 区 平 沼 小 学 校 365 5432 0.028 57 289 2 2 0.138 0.044 × 

金 沢 区 長 浜 365 5426 0.028 59 263 0 0 0.111 0.042 × 

鶴 見 区 生 麦 小 学 校 365 5404 0.024 39 132 1 1 0.128 0.037 × 

中 区 本 牧 365 5422 0.028 55 261 1 1 0.144 0.043 × 

注） 1 一般局：一般環境大気局、自排局：自動車排出ｶﾞｽ測定局 
   2 「昼間」とは、5～20 時までの時間帯をいう。 
   3 「昼間測定日数」とは、昼間に測定が行われた日の総和をいう。 
   4 「昼間測定時間」とは、昼間に測定が行われた時間の総和をいう。 

資料：「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
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資料：「年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

 

図２-１-５ 光化学オキシダント濃度経年変化（昼間の日最高１時間値の年平均値） 
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5)一酸化炭素 

一酸化炭素については、１測定局で測定を実施している。平成 24 年度における測定結果は表

２-１-９に、過去５年間の経年変化（年平均値）は図２-１-６に示すとおりである。 

平成 24年度における日平均値の２％除外値は 1.2ppmであり、環境基準の長期的評価を達成し

ている。また、経年的には、減少傾向を示している。 

 

表２-１-９ 一酸化炭素測定結果 

局
区
分 

市
町
村 

測定局名 

有効 

測定 

日数 

測定

時間 

1 時間

値の年

平均値 

8 時間値が 

20 ppm を 

超えた回数 

とその割合 

日平均値が 

10 ppm を 

超えた日数と 

その割合 

1 時間値

の 

最高値 

日平均値

の 

2%除外値 

日平均値が

10 ppm を 

超えた日が

2 日以上連

続したことの

有無 

長期的評

価による

超過日数 

○:達 成 

×:未達成 

(日) (時間) (ppm) (時間) (%) (日) (%) (ppm (ppm) （日） 

自
排
局 

横
浜
市 

西 区 浅 間 下 交 差 点 362 8662 0.6 0 0 0 0 2.7 1.2 ○ 0 ○ 

注）自排局：自動車排出ｶﾞｽ測定局 

資料：「平成 25 年版 横浜市の環境（資料編）」横浜市 
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資料：「年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

 

図２-１-６ 一酸化炭素濃度経年変化（年平均値） 
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6)ベンゼン等 

ベンゼン等有害物質については、３地点で測定を実施している。平成 24 年度における測定結

果は表２-１-10 に示すとおりである。 

平成 24年度における測定結果は、３地点とも全ての項目で環境基準値に適合していた。 

 

表２-１-10 ベンゼン等の測定結果 

局
区
分 

市
町
村 

測定地点 

ベンゼン 

（μg/m3） 

トリクロロエチレン 

（μg/m3） 

テトラクロロエチレン 

（μg/m3） 

ジクロロメタン 

（μg/m3） 

年平 

均値 

環境 

基準 

環 境 

基 準 

の 

適否 

年平 

均値 

環境 

基準 

環 境 

基 準 

の 

適否 

年平均

値 

環境 

基準 

環 境 

基 準 

の 

適否 

年平均

値 

環境 

基準 

環 境 

基 準 

の 

適否 

一
般
局 

横
浜
市 

鶴見区潮田交流ﾌﾟﾗｻﾞ 1.0 

3.0 

○ 0.35 

200 

○ 0.20 

200 

○ 1.8 

150 

○ 

中区本牧 1.1 ○ 0.22 ○ 0.12 ○ 0.83 ○ 

自
排
局 

横
浜
市 

磯子区滝頭 1.6 ○ 0.23 ○ 0.14 ○ 1.1 ○ 

資料：「平成 25 年版 横浜市の環境（資料編）」横浜市 

 

 
 

7)ダイオキシン類 

ダイオキシン類については、２地点で測定を実施している。平成 24 年度における測定結果は

表２-１-11 に示すとおりである。 

平成 24年度における測定結果は、両地点とも環境基準値に適合していた。 

 

表２-１-11 ダイオキシン類の測定結果（年平均値） 

測定局 

測定項目 

鶴見区 

生麦小学校 

西区 

平沼小学校 
環境基準値 

ダイオキシン類 

（pg-TEQ/m3） 

0.020 

（○） 

0.018 

（○） 
0.6 

注） （ ）内は、環境基準適合を示す（適合：○、不適合：×）  

資料：「平成 25 年版 横浜市の環境（資料編）」横浜市 
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２－２ 騒音の現況 

(1) 環境基準等 

環境基本法（平成５年 11 月 19 日 法律第 91 号）第 16 条の規定に基づく「騒音に係る環

境基準」は表２-２-１に、騒音規制法（昭和 43 年６月 10 日 法律第 98 号）に基づく自動車

騒音の要請限度は表２-２-２に示すとおりである。また、地域類型の指定状況等は図２-２-１

に示すとおりである。 

 

表２-２-１ 騒音に係る環境基準 

ア．一般地域（道路に面する地域以外の地域）の環境基準 

地 域 の 

類  型 

基 準 値 

該当地域 昼  間 

（6:00～22:00） 

夜  間 

（22:00～6:00） 

Ａ 

55 デシベル以下 45 デシベル以下 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

Ｂ 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

その他の地域＊ 

Ｃ 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

＊ 「その他の地域」とは、都市計画法（昭和 43 年 法律第 100 号）第８条第１項第１号に掲げる用途地域として

定められた区域以外の地域をいう。 

 

イ．道路に面する地域に係る環境基準 

地 域 の 区 分 

基 準 値 

昼  間 

（6:00～22:00） 

夜  間 

（22:00～6:00） 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 デシベル以下 55 デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及びＣ地域

のうち車線を有する道路に面する地域 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 
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ウ．幹線交通を担う道路に近接する空間に係る環境基準（特例） 

基  準  値 

昼 間（6:00～22:00） 夜 間（22:00～6:00） 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考） １ 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認めら
れるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デ
シベル以下）によることができる。 

２ 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路とする。 
(１) 道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあ

っては４車線以上の区間に限る。）。 
(２) (１)の道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第１号に定める自

動車専用道路。 
３ 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、車線数の区分に応じて道路端からの距離によることとし、
以下のとおりとする。 

(１) ２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル 
(２) ２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 

 

騒音に係る環境基準について（平成 10 年９月 30 日 環境庁告示第 64 号） 

改正：（平成 17 年５月 26 日 環境省告示第 45 号） 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域 

（平成 11 年３月 30 日 神奈川県告示第 312 号） 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型の当てはめる地域の指定 

（平成 24 年３月 15 日 横浜市告示第 82 号） 

 

表２-２-２ 騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度 

区域の区分 
昼 間 

6:00～22:00 

夜 間 

22:00～6:00 

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に面する区域 65 デシベル以下 55 デシベル以下 

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域及びｃ区域

のうち車線を有する道路に面する区域 
75 デシベル以下 70 デシベル以下 

注）ａ区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層
住居専用地域 

  ｂ区域：第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及びその他の地域＊ 
  ｃ区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 
 

＊ 「その他の地域」とは、都市計画法（昭和 43 年 法律第 100 号）第８条第１項第１号に掲げる用途地域として定められた区域以外

の地域をいう。 

 

幹線交通を担う道路に近接する区域 

基 準 値 

昼  間（6:00～22:00） 夜  間（22:00～6:00） 

75 デシベル以下 70 デシベル以下 

騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 

（平成 12 年３月２日 総理府令第 15 号） 

改正：（平成 23 年 11 月 30 日 環境省令第 32 号） 

騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に基づく区域 

（平成 12 年３月 31 日 神奈川県告示第 250 号） 

改正：（平成 13 年１月 ５日 神奈川県告示第  ２号） 
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資料：「横浜国際港都建設計画図（平成 25 年２月）」横浜市建築局 

図２-２-１ 騒音に係る環境基準の地域類型の指定状況 
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騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての規制基準は、表２-２-３

に示すとおりである。また、横浜市の特定工場等において発生する騒音について規制する地

域の指定状況は図２-２-２に示すとおりである。 

 

表２-２-３ 特定工場等において発生する騒音の規制基準 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼 間 
（8:00～18:00） 

朝 
（6:00～8:00） 

夕 
（18:00～23:00） 

夜 間 
（23:00～6:00） 該当地域 

第１種区域 50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第一種低層住居専用地域、 

第二種低層住居専用地域、 

第一種中高層住居専用地域、 

第二種中高層住居専用地域 

第２種区域 55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

第一種住居地域、 

第二種住居地域、 

準住居地域、 

その他の地域＊ 

第３種区域 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル 

近隣商業地域、 

商業地域、 

準工業地域、 

第４種区域 70 デシベル 65 デシベル 55 デシベル 工業地域、 

＊ 「その他の地域」とは、都市計画法（昭和 43 年 法律第 100 号）第８条第１項第１号に掲げる用途地域として定められ

た区域以外の地域をいう。 

 

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び 

特定建設作業騒音に伴つて発生する騒音について規制する地域等 

（昭和 49 年５月 10 日 神奈川県告示第 430 号） 

改正：（平成 24 年３月 ９日 神奈川県告示第 107 号） 
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資料：「横浜国際港都建設計画図（平成 25 年２月）」横浜市建築局 

図２-２-２ 騒音規制法に基づく規制地域の指定状況 
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(2) 騒音発生施設の届出状況 

騒音規制法に基づく特定施設の届出状況は、表２-２-４に示すとおりである。 

 

表２-２-４ 騒音規制法に基づく特定施設等の届出状況等（横浜市） 

平成 23 年度 

施設の種類 特定施設数

金属加工機械 3,704

空気圧縮機械等 16,817

土石用破砕機等 157

織機 0

建設用資材製造機械 43

穀物用製粉機 121

木材加工機械 362

抄紙機 0

印刷機械 1,131

合成樹脂用射出成形機 745

鋳型造型機 6

特定施設総数 23,086

特定工場等総数 3,389
 

資料：横浜市環境創造局 
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(3) 調査概要 

道路交通騒音について、平成 23 年度に港湾計画現況調査として現地調査を実施している。

調査の概要は表２-２-５に、調査地点は表２-２-６及び図２-２-３に示すとおりである。 

 

表２-２-５ 調査概要 

調査区分 港湾計画現況調査（道路交通騒音調査） 

調 査 地 点 表２-２-６及び図２-２-３に示す St. A～St. C の３地点 

調査年月日 平成 23 年 12 月７日（水）～８日（木） 

測 定 方 法 JIS Z 8731「環境騒音の表示・測定方法」に準拠し、 

平日毎正時 10 分間の 24 時間連続測定 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

表２-２-６ 調査地点一覧 

地点番号 地点名 住所 

St. A 横浜地方合同庁舎 中区山下町 37 番地 

St. B ﾎﾟｰﾄﾊｲﾂ２号棟 中区錦町５番地 

St. C 本牧南小学校 中区本牧元町 58 番地 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

図２-２-３(１) 騒音調査地点位置図（St. A）  

St.A 

1:10,000 

0 300m 
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資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

図２-２-３(２) 騒音調査地点位置図（St. B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

図２-２-３(３) 騒音調査地点位置図（St. C） 

St.B 

1:10,000 

0 300m 

St.C 

1:10,000 

0 300m 
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(4) 調査結果 

騒音調査結果を表２-２-７に示す。 

騒音調査の結果は、昼間・夜間とも St.A が最も高い値であった。St.A は交通量が多く、

測定位置が車道に近いために高い値であった。一方、最も低い値は St.C であった。St.C の

測定位置は遮音壁の後ろ 13.8m の位置であるため、騒音レベルが低くなっている。 

環境基準と比較すると、St.B 及び St.C は環境基準値（昼間：70dB、夜間：65dB）を満足

しているが、St.A については昼間・夜間ともに基準値を超過している。 

 

表２-２-７ 騒音調査結果一覧 

地 点 名 
時間 

区分 

調査結果(LAeq) 

(dB) 

環境基準(dB) 

(適否○・×) 

St. A  横浜地方合同庁舎 
昼間 71 70 × 

夜間 68 65 × 

St. B  ﾎﾟｰﾄﾊｲﾂ２号館 
昼間 68 70 ○ 

夜間 64 65 ○ 

St. C  本牧南小学校 
昼間 58 70 ○ 

夜間 54 65 ○ 

注） １ 昼間：６時～22 時、夜間：22 時～６時 

   ２ 各地点は「幹線交通を担う道路に近接する空間」として評価した。 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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２－３ 振動の現況 

(1)規制基準等 

振動規制法（昭和 51 年６月 10 日 法律第 64 号）に基づく道路交通振動の要請限度は表

２-３-１に示すとおりである。また、振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動

についての規制基準は表２-３-２に、規制区域の指定状況は図２-３-１に示すとおりである。 

 

表２-３-１ 道路交通振動の要請限度 

時間の区分 
 
区域の区分 

昼  間 

（8:00～19:00） 

夜  間 

（19:00～8:00） 
該当地域 

第１種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第一種低層住居専用地域、第二種低層

住居専用地域、第一種中高層住居専用
地域、第二種中高層住居専用地域、第
一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域、その他の地域＊ 

第２種区域 70 デシベル 65 デシベル 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域 

注） 学校、病院等特に静穏を必要とする施設周辺の道路における限度は、当該値から５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ減じた値以

上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部または一部における夜間の第１種区域の限度は、夜間の第

２種区域の値とすることができる。 

 

＊ 「その他の地域」とは、都市計画法（昭和 43 年 法律第 100 号）第８条第１項第１号に掲げる用途地域として定められた

区域以外の地域をいう。 

 

振動規制法施行規則（昭和 51 年 11 月 10 日 総理府令第 58 号） 

改正：（平成 23 年 11 月 30 日 環境省令第 32 号） 

振動規制法施行規則別表第２の備考１の規定に基づく区域の区分及び時間の区分 

（昭和 52 年 10 月１日 神奈川県告示第 704 号） 

改正：（平成３年 ４月５日 神奈川県告示第 376 号） 

道路交通振動の要請限度に係る区域及び時間の指定（昭和 61 年３月 25 日 横浜市告示第 63 号） 

 

表２-３-２ 特定工場等において発生する振動の規制基準  

時間の区分 
 
区域の区分 

昼  間 

（8:00～19:00） 

夜  間 

（19:00～8:00） 
該当地域 

第１種区域 
Ⅰ 60 デシベル 55 デシベル 

第一種低層住居専用地域、第二種低層

住居専用地域、第一種中高層住居専用
地域、第二種中高層住居専用地域 

Ⅱ 65 デシベル 55 デシベル 
第一種住居地域、第二種住居地域、準
住居地域、その他の地域＊ 

第２種区域 

Ⅰ 65 デシベル 60 デシベル 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

Ⅱ 70 デシベル 60 デシベル 工業地域 

＊ 「その他の地域」とは、都市計画法（昭和 43 年 法律第 100 号）第８条第１項第１号に掲げる用途地域とし

て定められた区域以外の地域をいう。 

 

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 

（昭和 51 年 11 月 10 日 環境庁告示第 90 号） 

改正：（平成 12 年 ３月 28 日 環境庁告令第 18 号） 

振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定 

及び特定工場等において発生する振動についての規制基準 

（昭和 52 年 10 月１日 神奈川県告示第 701 号） 

改正：（平成 24 年 ３月９日 神奈川県告示第 109 号） 
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資料：「横浜国際港都建設計画図（平成 25 年２月）」横浜市建築局 

図２-３-１ 振動規制法に基づく規制地域の指定状況 
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(2)振動発生施設の届出状況 

振動規制法に基づく特定施設の届出状況は、表２-３-３に示すとおりである。 

 

表２-３-３ 振動規制法に基づく特定施設等の届出状況等（横浜市） 

平成 23 年度 

施設の種類 特定施設数

金属加工機械 6,285

圧縮機 2,374

土石用破砕機等 155

織　機 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾏｼﾝ等 0

木材加工機械 5

印刷機械 571

ｺﾞﾑ練用又は合成樹脂練用ﾛｰﾙ機 19

合成樹脂用射出成形機 868

鋳型造型機 5

特定施設総数 10,283

特定工場等総数 1,858
 

資料：横浜市環境創造局 
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(3)調査概要 

道路交通振動について、平成 23 年度に港湾計画現況調査として現地調査を実施している。

調査の概要は表２-３-４に、調査地点は表２-３-５及び図２-３-２に示すとおりである。 

 

表２-３-４ 調査概要 

調査区分 港湾計画現況調査（道路交通騒音調査） 

調 査 地 点  表２-３-５及び図２-３-２に示す St. A～St. C の３地点 

調査年月日 平成 23 年 12 月７日（水）～８日（木） 

測 定 方 法  JIS Z 8735「振動ﾚﾍﾞﾙ測定方法」に準拠し、 

平日毎正時 10 分間の 24 時間連続測定 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

表２-３-５ 調査地点一覧 

地点番号 地点名 住所 

St. A 横浜地方合同庁舎 中区山下町 37 番地 

St. B ﾎﾟｰﾄﾊｲﾂ２号棟 中区錦町５番地 

St. C 本牧南小学校 中区本牧元町 58 番地 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

図２-３-２(１) 振動調査地点位置図（St. A）  

St.A 

1:10,000 

0 300m 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

図２-３-２(２) 振動調査地点位置図（St. B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

図２-３-２(３) 振動調査地点位置図（St. C） 

St.B 

1:10,000 

0 300m 

St.C 

1:10,000 

0 300m 
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(4)調査結果 

振動調査結果を表２-３-６に示す。 

振動調査の結果は、昼間・夜間とも St.B が最も高い値であった。一方、最も低い値であ

ったのは昼間・夜間とも St.C であった。 

 

表２-３-1 振動調査結果一覧 

地 点 名 
時間 

区分 

調査結果(L10) 

(dB) 

要請限度(dB) 

（適否○・×） 

St. A  横浜地方合同庁舎 
昼間 48 70 ○ 

夜間 45 65 ○ 

St. B  ﾎﾟｰﾄﾊｲﾂ２号館 
昼間 57 70 ○ 

夜間 50 65 ○ 

St. C  本牧南小学校 
昼間 35 65 ○ 

夜間 31 60 ○ 

注） 昼間：８時～19 時、夜間：19 時～８時 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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２－４ 悪臭の現況 

(1)規制基準等 

悪臭防止法（昭和 46 年６月１日 法律第 91 号）に基づく規制基準は表２-４-１に、規制

地域の指定状況は図２-４-１に示すとおりである。 

また、横浜市においては、平成 15 年度から「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に

基づき臭気指数での評価を行い、規制・指導を行っている。 

 

表２-４-１ 悪臭防止法に基づく規制基準 

特定悪臭物質名 規制基準 

ｱﾝﾓﾆｱ  １ ppm 

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ  0.002 ppm 

硫化水素  0.02 ppm 

硫化ﾒﾁﾙ  0.01 ppm 

二硫化ﾒﾁﾙ  0.009 ppm 

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ  0.005 ppm 

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  0.05 ppm 

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  0.05 ppm 

ﾉﾙﾏﾙﾌﾟﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  0.009 ppm 

ｲｿﾌﾟﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  0.02 ppm 

ﾉﾙﾏﾙﾊﾟﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  0.009 ppm 

ｲｿﾊﾟﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  0.003 ppm 

ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ  0.9 ppm 

酢酸ｴﾁﾙ  ３ ppm 

ﾒﾁﾙｲｿﾌﾟﾁﾙｹﾄﾝ  １ ppm 

ﾄﾙｴﾝ 10 ppm 

ｽﾁﾚﾝ  0.4 ppm 

ｷｼﾚﾝ  １ ppm 

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸  0.03 ppm 

ﾉﾙﾏﾙ酪酸  0.001 ppm 

ﾉﾙﾏﾙ吉草酸  0.0009 ppm 

ｲｿ吉草酸  0.001 ppm 

注） 規制基準は敷地境界線での基準のみを示す。 

 
悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準 

（昭和 48 年５月 31 日 横浜市告示第 129 号） 

改正：（平成７年４月 ５日 横浜市告示第 87 号） 
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資料：「横浜国際港都建設計画図（平成 25 年２月）」横浜市建築局 

図２-４-１ 悪臭防止法に基づく規制地域の指定状況 
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(2)悪臭に係る苦情の状況 

悪臭の苦情件数は、表２-４-２に示すとおりであり、平成 19 年度以降、悪臭に関する苦

情件数は減少傾向にある。 

 

表２-４-２ 悪臭苦情の発生源別、年度発生件数及び割合（横浜市） 

年度 

種類・発生源 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

(件) (％) (件) (％) (件) (％) (件) (％) (件) (％) 

燃焼（ｺﾞﾐ焼却、ﾎﾞｲﾗｰ等） 224 60.2 218 61.6 195 63.3 197 71.1 201 67.9 

畜産・農地 ６ 1.6 ７ 2.0 ８ 2.6 ２ 0.7 ６ 2.0 

塗装・塗装焼付 37 9.9 27 7.6 18 5.8 13 4.7 16 5.4 

下水・排水処理 ７ 1.9 ８ 2.3 ４ 1.3 ２ 0.7 ０ 0.0 

印刷・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ３ 0.8 ０ 0.0 ０ 0.0 ２ 0.7 ３ 1.0 

食品製造・飲食店 ８ 2.2 20 5.6 17 5.5 11 4.0 17 5.7 

金属加工 ５ 1.3 ２ 0.6 ２ 0.6 ０ 0.0 ３ 1.0 

表面処理 １ 0.3 ４ 1.1 ３ 1.0 ０ 0.0 １ 0.3 

合成樹脂 ２ 0.5 ０ 0.0 ４ 1.3 ０ 0.0 １ 0.3 

ｺﾞﾐ処分地 ２ 0.5 ０ 0.0 ２ 0.6 ２ 0.7 ０ 0.0 

土木作業現場 ３ 0.8 ５ 1.4 ３ 1.0 ６ 2.2 ３ 1.0 

その他 46 12.4 28 7.9 28 9.1 25 9.0 29 9.8 

不明 28 7.5 35 9.9 24 7.8 17 6.1 16 5.4 

合  計 372 100.0 354 100.0 308 100.0 277 100.0 276 100.0 

資料：「平成 24 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
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２－５ 潮流の現況 

(1)調査概要 

横浜港周辺の潮流の現況を把握するため、現地調査を実施している。その概要は、表２-

５-１に、現地調査地点図は図２-５-１に示すとおりである。 

 

表２-５-１ 潮流調査概要 

調査項目 流況（15 昼夜連続観測） 

調査期間 
夏 季 ：平成 23 年８月 20 日 ～ ９月５日 

冬 季 ：平成 24 年１月 16 日 ～ ２月３日 

調査地点 図 2-5-1 に示す３地点（st.1～st.3） 

観測層 海面下 3.0m 及び海底上 2.0m 

調査方法 
ADCP 型流速計を海底に設置し、15 昼夜連続の潮流ﾃﾞｰﾀを取得す
る（ﾃﾞｰﾀ取得は 10 分間隔）。 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

図２-５-１ 潮流調査地点図 
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(2)調査結果 

横浜港周辺における恒流を図２-５-２に、平均大潮期の流況を図２-５-３～図２-５-４に

示す。 

 

図２-５-２(１) 恒流図（夏季） 

 

 

図２-５-２(２) 恒流図（冬季） 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 



38 
 

 

 

図２-５-３(１) 平均大潮期流況図（高潮時～１時間）（夏季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-３(２) 平均大潮期流況図（高潮後２～３時間）（夏季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-３(３) 平均大潮期流況図（低潮前２～１時間）（夏季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-３(４) 平均大潮期流況図（低潮時～１時間）（夏季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-３(５) 平均大潮期流況図（低潮後２～３時間）（夏季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-３(６) 平均大潮期流況図（高潮前２～１時間）（夏季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-４(１) 平均大潮期流況図（高潮時～１時間）（冬季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-４(２) 平均大潮期流況図（高潮後２～３時間）（冬季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-４(３) 平均大潮期流況図（低潮前２～１時間）（冬季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-４(４) 平均大潮期流況図（低潮時～１時間）（冬季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-４(５) 平均大潮期流況図（低潮後２～３時間）（冬季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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図２-５-４(６) 平均大潮期流況図（高潮前２～１時間）（冬季） 

 

st.1 

st.2 

st.3 

st.1 

st.2 

st.3 
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２－６ 水質の現況 

(1)環境基準 

環境基本法（平成５年 11 月 19 日 法律第 91 号）第 16 条に基づく、「水質汚濁に係る環

境基準」及びダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年７月 16 日 法律第 105 号）第７条

に基づく「ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準」は、表２-６-１～表２-６-２

に示すとおりである。横浜港周辺における環境基準の類型指定状況は、図２-６-１に示すと

おりである。 

表２-６-１(１) 人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基  準  値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003  ㎎／ｌ以下 

全ｼｱﾝ 検出されないこと 

鉛 0.01  ㎎／ｌ以下 

六価ｸﾛﾑ 0.05  ㎎／ｌ以下 

砒素 0.01  ㎎／ｌ以下 

総水銀 0.0005 ㎎／ｌ以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02  ㎎／ｌ以下 

四塩化炭素 0.002  ㎎／ｌ以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004  ㎎／ｌ以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1   ㎎／ｌ以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04  ㎎／ｌ以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ １    ㎎／ｌ以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006  ㎎／ｌ以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03  ㎎／ｌ以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01  ㎎／ｌ以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002  ㎎／ｌ以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.006  ㎎／ｌ以下 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003  ㎎／ｌ以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02  ㎎／ｌ以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01  ㎎／ｌ以下 

ｾﾚﾝ 0.01  ㎎／ｌ以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10    ㎎／ｌ以下 

ふっ素 0.8   ㎎／ｌ以下 

ほう素 １     ㎎／ｌ以下 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05  ㎎／ｌ以下 

備考）  １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全ｼｱﾝに係る基準値については、最高値とする。 

 ２ 「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該
方法の定量限界を下回ることをいう。 

  ３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

 ４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 によ
り測定された硝酸性ｲｵﾝの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと、日本工業規格 43.1 に
より測定された亜硝酸ｲｵﾝの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

 
水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

改正：（平成 23 年 10 月 27 日 環境省告示第 94 号） 
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表２-６-１(２) 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

 
項目 

 

 

類型 

利用目的の 

適 応 性 

基 準 値 

水素ｲｵﾝ濃度 

（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

(BOD) 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

AA 

水 道 １ 級 

自然環境保全及

びＡ以下の欄に

掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１㎎/ｌ 

以下 

25 ㎎/ｌ 

以下 

7.5 ㎎/ｌ 

以上 

50MPN/ 

100ml 以下 

Ａ 

水 道 ２ 級 

水 産 １ 級 

水     浴 

及びＢ以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

２㎎/ｌ 

以下 

25 ㎎/ｌ 

以下 

7.5 ㎎/ｌ 

以上 

1,000MPN/ 

100ml 以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 

水 産 ２ 級 

及びＣ以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

３㎎/ｌ 

以下 

25 ㎎/ｌ 

以下 

５㎎/ｌ 

以上 

5,000MPN/ 

100ml 以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 

工 業 用 水 １ 級 

及びＤ以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

５㎎/ｌ 

以下 

50 ㎎/ｌ 

以下 

５㎎/ｌ 

以上 
－ 

Ｄ 

工 業 用 水 ２ 級 

農 業 用 水 

及びＥの欄に掲

げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

８㎎/ｌ 

以下 

100 ㎎/ｌ 

以下 

２㎎/ｌ 

以上 
－ 

Ｅ 
工 業 用 水 ３ 級 

環 境 保 全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10 ㎎/ｌ 

以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

２㎎/ｌ 

以上 
－ 

備考 

１．基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 

２．農業用利水点については、水素ｲｵﾝ濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/l 以上とする（湖沼もこれに準ずる）。 

注） １ 自然環境保全 ：自然探勝等の環境保全 
２ 水道１級 ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２級 ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道３級 ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水産１級 ：ﾔﾏﾒ、ｲﾜﾅ等貧腐水性水域の水産生物用ならびに水産２級及び水産３級の水産生物用 

水産２級 ：ｻｹ科魚類及びｱﾕ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
水産３級 ：ｺｲ、ﾌﾅ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

４ 工業用水１級 ：沈澱等による通常の浄化操作を行うもの 

工業用水２級 ：薬品注入等による高度の浄化操作を行うもの 
工業用水３級 ：特殊の浄化操作を行うもの 

５ 環境保全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 
水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

改正：（平成 23 年 10 月 27 日 環境省告示第 94 号） 
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表２-６-１(３) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

ア

水素イオン濃
度

化学的酸素要
求量

溶存酸素量 n-ヘキサン
抽出物質

(ｐＨ) (ＣＯＤ) (ＤＯ) (油分等)

水産１級、水浴
自然環境保全及
びＢ以下の欄に掲げる
もの

7.8以上
8.3以下

２mg/L
以下

7.5mg/L
以上

1,000MPN/
100mL以下

検出されない
こと。

水産２級、工業用水
及びＣの欄に掲げるも
の

7.8以上
8.3以下

３mg/L
以下

５mg/L
以上

－
検出されない

こと。

環境保全
7.0以上
8.3以下

８mg/L
以下

２mg/L
以上

－ －

1．

2．

(注）

1．

2．

3．

イ

1．

2．

(注）

1．

2．

3．

ウ

全亜鉛
ノニルフェ

ノール

直鎖アルキル
ベンゼンスル

ホン酸
及びその塩

0.02mg/L
以下

0.001mg／L
以下

0.01mg/L
以下

0.01mg/L
以下

0.0007mg／L
以下

0.006mg/L
以下

生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又
は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

水生生物の生息する水域

水生生物の生息状況の適応性

基準値

生物特Ａ

　　　　項目

類型

生物Ａ

自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全

水産１種 ： 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水産２種 ： 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

生物生息環境保全 ： 年間を通して底生生物が生息できる限度

III

水産３種
工業用水
生物生息環境保全

水産２種及びIVの欄に掲げるもの
（水産３種を除く。）

水産３種 ： 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

0.09mg/L以下

0.05mg/L以下

1 mg/L以下

0.6mg/L以下

II

IV

備考

基準値は、年間平均値とする。

水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

水産１種
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
（水産２種及び３種を除く。）

0.03mg/L以下0.3mg/L以下

環境保全 ： 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

　　　　項目

類型

I
自然環境保全及びII以下の欄に掲げる
もの
（水産２種及び３種を除く。）

利用目的の
適応性 全窒素 全燐

基準値

0.02mg/L以下0.2mg/L以下

水産２級 ： ボラ、ノリ等の水産生物用

利用目的の
適応性

備考

Ｃ

Ｂ

Ａ

　　　　項目

類型

基準値

大腸菌群数

水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL以下とする。 

基準値は、日間平均値とする。

自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全

水産１級 ： マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

 

水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

改正：（平成 23 年 10 月 27 日 環境省告示第 94 号） 
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表２-６-２ ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準 

物 質 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

環境上の条件 １ pg-TEQ/L 以下 

測定方法 日本工業規格 K0312 に定める方法 

備考 

１．基準値は、2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ‐ﾊﾟﾗ‐ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。 

２．水質の基準値は、年間平均値とする。 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準 
（平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号） 

改正：（平成 14 年 ７月 22 日 環境省告示第 46 号） 

 

資料：「平成 24 年度神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」神奈川県環境農政局 

図２-６-１ 環境基準水域類型指定状況 
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(2)特定施設の届出状況 

水質汚濁防止法（昭和 45 年 12 月 25 日 法律第 138 号）に基づく特定施設の届出状況は、

表２-６-３に示すとおりである。 

 

表２-６-３ 水質汚濁防止法に基づく特定事業場数 

 

平成 23 年３月末現在 

種別 
 
 
 
市町 

 

総  数 

平均排水量 50m３/日以上の事業場
数 

平均排水量 50m３/日未満の事業場数 

 
うち有害物質 
使用特定事業場 
（地下浸透分） 

 
うち有害物質 
使用特定事業場 
（地下浸透分） 

横浜市 1,590  89  34  1,501  293  

資料：「平成 23 年度 水質汚濁防止法等の施行状況（平成 23 年 11 月）」環境省水・大気環境局 
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(3)調査概要 

横浜港周辺の水質調査の概要は、表２-６-４に、調査地点は表２-６-５及び図２-６-２に

示すとおりである。 

表２-６-４ 水質調査概要 

区  分 
公共用水域水質調査 港湾計画現況調査 

河 川 海 域 海 域 

調査機関 国土交通省、横浜市 神奈川県、横浜市 横浜市港湾局 

調査期間 平成24年度 

夏季：平成23年 ８月26日 

秋季：平成23年10月27日 

冬季：平成24年 １月18日 

春季：平成24年 ３月 １日 

調査地点 ６地点 ８地点 ２地点 

調査項目 健康項目: 29 項目、生活環境項目: ９項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

一般項目   ： ３項目 

生活環境項目： ６項目 

健康項目   ：26 項目 

調査位置 表２-６-５及び図２-６-２に示した調査地点 

資料：「平成 24 年度神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」神奈川県環境農政局 
「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

 

表２-６-５ 水質調査地点及び環境基準の類型 

区
分 

調査地点 生活環境項目 窒素・燐 
調査機関 

番 号 名 称 水 域 名 環境基準類型 水 域 名 環境基準類型 

公
共
用
水
域
水
質
調
査 

河
川 

１ 臨港鶴見川橋 鶴見川 E － － 国土交通省 

２ 入江橋 入江川 B － － 横浜市 

３ 水道橋 帷子川 B － － 横浜市 

４ 清水橋 大岡川 B － － 横浜市 

５ 瀬戸橋 宮川 B － － 横浜市 

６ 平潟橋 侍従川 B － － 横浜市 

海
域 

７ 鶴見川河口先 東京湾６ C 東京湾（ロ） Ⅳ 横浜市 

８ 横浜港内 東京湾６ C 東京湾（ロ） Ⅳ 横浜市 

９ 磯子沖 東京湾７ C 東京湾（ロ） Ⅳ 横浜市 

10 平潟湾内 東京湾 10 B 東京湾（ニ） Ⅲ 横浜市 

11 本牧沖 東京湾 12 B 東京湾（ロ） Ⅳ 横浜市 

12 富岡沖 東京湾 12 B 東京湾（ロ） Ⅳ 横浜市 

13 平潟湾沖 東京湾 12 （B） 東京湾（ニ） Ⅲ 横浜市 

14 中の瀬南 東京湾 16 A 東京湾（ニ） Ⅲ 神奈川県 

港
湾
計
画
現
況
調
査 

海
域 

St. ３ 東京湾 (A) 東京湾（ニ） Ⅲ 
横浜市 
港湾局 

St. ４ 東京湾 (B) 東京湾（ロ） Ⅳ 
横浜市 
港湾局 

注）類型欄の( )書：環境基準点（その水域の水質を代表する地点）以外の測点 
 

資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」神奈川県環境農政局 
「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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資料：「平成 24 年度神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」神奈川県環境農政局 

 

図２-６-２(１) 水質測定地点（公共用水域水質調査） 



57 
 

 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

図２-６-２(２) 水質測定地点（港湾計画現況調査） 
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(4)調査結果 

1)公共用水域水質調査 

① 河川 

調査結果を表２-６-６に示す。 

平成 24 年度の公共用水域水質調査結果によると、健康項目は、いずれの地点も環境

基準値に適合していた。 

生活環境項目は、臨海鶴見川橋、入江橋、清水橋、瀬戸橋において、pH、DO、BOD で

環境基準値を超える検体がみられた。 

また、ダイオキシン類については、全ての地点で環境基準値に適合していた。 
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表２-６-６(１) 公共用水域水質測定結果（河川、健康項目、平成 24年度） 

 

カドミウム 全ｼｱﾝ 鉛 六価ｸﾛﾑ 砒  素 総水銀 ｱﾙｷﾙ水銀 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

臨港鶴見川橋 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

入江橋 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.00 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

水道橋 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

清水橋 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

瀬戸橋 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

平潟橋 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

 

 
                     

 

PCB ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 四塩化炭素 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

臨港鶴見川橋 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

入江橋 ０/２ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

水道橋 ０/２ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

清水橋 ０/２ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

瀬戸橋 ０/２ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

平潟橋 ０/２ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

 

 
                     

 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ﾁｳﾗﾑ ｼﾏｼﾞﾝ ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

臨港鶴見川橋 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

入江橋 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

水道橋 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

清水橋 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

瀬戸橋 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

平潟橋 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

注） m ：環境基準値を超える検体数   n ：総検体数  < ：定量限界値未満  ND ：不検出 

 
 資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」神奈川県環境農政局 
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表２-６-６(２) 公共用水域水質測定結果（河川、健康項目、平成 24年度） 

 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｾﾚﾝ ふっ素 ほう素 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

臨港鶴見川橋 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ 0.29 0.26 ０/２ 0.99 0.81 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.26 0.19 -/12 4.8 3.7 

入江橋 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 - - - - - - ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.13 0.09 -/12 3.2 2.3 

水道橋 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 - - - - - - ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.06 0.05 -/12 2.7 1.9 

清水橋 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 - - - - - - ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.07 0.05 -/12 1.4 1.0 

瀬戸橋 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 - - - - - - ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.05 0.05 -/12 1.0 0.54 

平潟橋 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 - - - - - - ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.05 0.05 -/12 0.68 0.45 

 

 
                     

 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

臨港鶴見川橋 ０/12 5.0 3.8 

入江橋 ０/12 3.3 2.3 

水道橋 ０/12 2.7 1.9 

清水橋 ０/12 1.4 1.0 

瀬戸橋 ０/12 1.0 0.59 

平潟橋 ０/12 0.73 0.50 

注） m ：環境基準値を超える検体数   n ：総検体数  < ：定量限界値未満  ND ：不検出 
 

 資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」神奈川県環境農政局 
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表２-６-６(３) 公共用水域水質測定結果（河川、生活環境項目等、平成 24年度） 

地点 
類
型 

水素ｲｵﾝ濃度 pH 溶存酸素量 DO 生物化学的酸素要求量 BOD 化学的酸素要求量 COD 浮遊物質量 SS 

最小値 最大値 m/n 平均値 
最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

75%値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l） 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

75%値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l） 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

臨港鶴見川橋 E 7.3 8.6 
１

/24 

7.6 
4.3 14.0 ０/24 7.3 0.5 4.7 

０

/24 
1.7 

1.5 
3.2 6.9 -/12 5.9 

5.0 
<１ 11 ０/24 ３ 

入江橋 B 7.3 7.8 
０

/24 

7.6 
3.7 10.1 

 ７

/24 
5.8 0.9 3.4 

１

/24 
2.1 

1.8 
3.0 6.2 -/24 5.1 

4.6 
１ ４ ０/24 ２ 

水道橋 B 7.8 8.2 
０

/24 

8.0 
7.0 11.4 ０/24 9.2 0.4 2.7 

０

/24 
1.2 

1.1 
2.1 3.8 -/24 2.9 

2.7 
１ 15 ０/24 ４ 

清水橋 B 7.6 8.4 
０

/24 

8.0 
5.7 11.0 ０/24 7.6 0.8 5.8 

１

/24 
1.7 

1.6 
2.8 6.3 -/24 4.5 

4.0 
１ ９ ０/24 ３ 

瀬戸橋 B 7.8 8.2 
０

/24 

8.1 
4.9 10.6 １/24 7.9 0.2 3.1 

１

/24 
1.6 

1.4 
1.8 4.7 -/24 3.4 

3.2 
<１ ６ ０/24 ２ 

平潟橋 B 7.9 8.3 
０

/24 

8.1 
5.4 12.4 ０/24 8.5 0.5 11 

３

/24 
2.5 

2.1 
1.2 10 -/24 3.8 

3.3 
<１ 10 ０/24 ２ 

 

地点 
類
型 

大腸菌群数 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 全窒素 T-N 全燐 T-P 全亜鉛 T-Zn 

最小値 

(MPN/100ml) 

最大値 

(MPN/100ml) 
m/n 

平均値 

(MPN/100ml) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

臨港鶴見川橋 E 4.9×102 3.5×104 -/12 1.2×104 - - - - 2.8 8.0 -/24 5.2 0.18 0.44 -/24 0.33 0.015 0.025 -/12 0.020 

入江橋 B 7.9×102 4.9×104 -/12 1.7×104 <0.5 <0.5 -/２ <0.5 2.4 4.7 -/24 3.6 0.098 0.67 -/24 0.30 0.010 0.015 -/12 0.012 

水道橋 B 4.9×102 4.9×104 -/12 9.3×103 <0.5 <0.5 -/２ <0.5 1.5 3.5 -/24 2.3 0.024 0.12 -/24 0.050 0.002 0.008 -/12 0.004 

清水橋 B 1.1×103 7.9×104 -/12 3.3×104 <0.5 <0.5 -/２ <0.5 1.0 2.1 -/24 1.6 0.059 0.16 -/24 0.10 0.004 0.012 -/12 0.007 

瀬戸橋 B 3.3×101 2.3×104 -/12 5.1×103 <0.5 <0.5 -/２ <0.5 0.42 1.3 -/24 0.90 0.057 0.18 -/24 0.089 0.003 0.013 -/12 0.007 

平潟橋 B 1.4×101 1.3×104 -/12 1.8×103 <0.5 <0.5 -/２ <0.5 0.46 1.1 -/24 0.77 0.041 0.12 -/24 0.065 0.003 0.014 -/12 0.006 

注） m ：環境基準値を超える検体数   n ：総検体数  < ：定量限界値未満  ND ：不検出 

 
資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」 神奈川県環境農政局 
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表２-６-６(４) 公共用水域水質測定結果（河川、ダイオキシン類、平成 23 年度） 

地点 
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

(pg-TEQ/l) 
環境基準値 

入江橋 0.077 

１ pg-TEQ/l 

水道橋 0.060 

清水橋 0.072 

瀬戸橋 0.096 

平潟橋 0.096 

注） 採取日：平成 23 年９月７日 
 

資料：「河川及び地下水のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度の測定結果（2011 年度）」 

横浜市環境創造局 
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② 海域 

調査結果を表２-６-７に、COD、T-N、T-P の経年変化を図２-６-３～図２-６-５に示

す。 

平成 24 年度の公共用水域水質調査結果によると、健康項目は、いずれの地点も環境基

準値に適合していた。 

生活環境項目は、pH は全地点、DO は中の瀬南、COD は平潟湾内、本牧沖、富岡沖、平

潟湾沖、中の瀬南、T-N および T-P は鶴見川河口先、横浜港内、平潟湾内、平潟湾沖、

中の瀬南において環境基準を超える検体がみられた。 

COD75％値の経年変化は、全ての類型の海域でほぼ横ばい傾向にある。また、A 類型及

び B 類型の海域においては年変動があるものの、平成 24 年度は平潟湾沖、中の瀬南で環

境基準値を上回る状況にあった。 

T-N、T-P 年平均値の経年変化は、Ⅲ類型、Ⅳ類型の海域とも経年的には概ね減少傾向

にある。また、平成 24 年度の T-N 年平均値はⅣ類型の鶴見川河口先で、T-P 年平均値は

Ⅲ類型の平潟湾内、Ⅳ類型の鶴見川河口先で環境基準値を上回る状況にあった。 

また、ダイオキシン類については、全ての地点で環境基準値に適合していた。 
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表２-６-７(１) 公共用水域水質測定結果（海域、健康項目、平成 24年度） 

 

カドミウム 全ｼｱﾝ 鉛 六価ｸﾛﾑ 砒  素 総水銀 ｱﾙｷﾙ水銀 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

鶴見川河口先 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

横浜港内 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

磯子沖 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

平潟湾内 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

本牧沖 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ 0.005 0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

冨岡沖 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

平潟湾沖 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

中の瀬南 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ ND ND ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.02 <0.02 ０/２ <0.005 <0.005 ０/２ <0.0005 <0.0005 - - - 

                      

 

PCB ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 四塩化炭素 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

鶴見川河口先 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

横浜港内 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

磯子沖 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

平潟湾内 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

本牧沖 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

冨岡沖 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

平潟湾沖 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

中の瀬南 ０/１ ND ND ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0004 <0.0004 ０/２ <0.01 <0.01 ０/２ <0.004 <0.004 ０/２ <0.0005 <0.0005 

                      

 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ﾁｳﾗﾑ ｼﾏｼﾞﾝ ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

鶴見川河口先 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

横浜港内 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

磯子沖 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

平潟湾内 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

本牧沖 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

冨岡沖 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

平潟湾沖 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

中の瀬南 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.0005 <0.0005 ０/２ <0.0002 <0.0002 ０/２ <0.0006 <0.0006 ０/２ <0.0003 <0.0003 ０/２ <0.002 <0.002 

注） m ：環境基準値を超える検体数 
n ：総検体数 
<  ：定量限界値未満 

ND ：不検出 
資料：「平成 24 年度神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」神奈川県環境農政局 
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表２-６-７(２) 公共用水域水質測定結果（海域、健康項目、平成 24年度） 

 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｾﾚﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  

m/n 
最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 
m/n 

最大値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l) 

鶴見川河口先 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.08 0.07 -/12 1.8 0.85 ０/12 1.9 0.90 

横浜港内 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.07 0.05 -/12 0.85 0.39 ０/12 0.88 0.44 

磯子沖 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.06 0.05 -/12 0.48 0.24 ０/12 0.53 0.29 

平潟湾内 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.05 0.05 -/12 0.60 0.25 ０/12 0.65 0.30 

本牧沖 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.06 0.05 -/12 0.46 0.25 ０/12 0.51 0.30 

冨岡沖 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.06 0.05 -/12 0.53 0.24 ０/12 0.58 0.29 

平潟湾沖 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.06 0.05 -/12 0.58 0.23 ０/12 0.63 0.28 

中の瀬南 ０/２ <0.001 <0.001 ０/２ <0.002 <0.002 ０/２ <0.005 <0.005 -/12 0.06 0.05 -/12 0.30 0.19 ０/12 0.35 0.24 

注） m ：環境基準値を超える検体数   n ：総検体数  < ：定量限界値未満  ND ：不検出 

 
資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」 神奈川県環境農政局 
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表２-６-７(３) 公共用水域水質測定結果（海域、生活環境項目等、平成 24年度） 

地点 
類
型 

水素ｲｵﾝ濃度 pH 溶存酸素量 DO 生物化学的酸素要求量 BOD 化学的酸素要求量 COD 浮遊物質量 SS 

最小値 最大値 m/n 平均値 
最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

75%値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l） 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

75%値 

(mg/l) 

平均値 

(mg/l） 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

鶴見川河口先 C 8.0 8.4 
２

/12 

8.2 
5.8 10.1 

０

/12 
7.8 - - - - 

- 
2.1 4.7 

０

/12 
3.9 

3.4 
- - - - 

横浜港内 C 8.0 8.5 
３

/12 

8.2 
5.4 10.0 

０

/12 
8.0 - - - - 

- 
1.7 5.2 

０

/12 
3.2 

3.0 
- - - - 

磯子沖 C 8.1 8.4 
２

/12 

8.2 
6.3 9.7 

０

/12 
8.0 - - - - 

- 
1.3 3.5 

０

/12 
2.5 

2.4 
- - - - 

平潟湾内 B 8.0 8.4 
１

/12 

8.2 
6.7 10.3 

０

/12 
8.2 - - - - 

- 
1.6 4.6 

４

/12 
3.3 

2.8 
- - - - 

本牧沖 B 8.1 8.4 
１

/12 

8.2 
5.6 9.6 

０

/12 
7.6 - - - - 

- 
1.4 3.2 

２

/12 
2.8 

2.3 
- - - - 

富岡沖 B 8.1 8.4 
２

/12 

8.3 
6.7 9.9 

０

/12 
8.2 - - - - 

- 
1.4 3.6 

２

/12 
2.6 

2.4 
- - - - 

平潟湾沖 (B) 8.1 8.4 
２

/12 

8.3 
6.7 10.3 

０

/12 
8.2 - - - - 

- 
1.4 3.5 

１

/12 
2.6 

2.3 
- - - - 

中の瀬南 A 8.1 8.4 
２

/12 

8.3 
6.1 9.4 

５

/12 
7.7 - - - - 

- 
1.4 3.2 

５

/12 
2.3 

2.0 
- - - - 

 

地点 
類
型 

大腸菌群数 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 全窒素 T-N 全燐 T-P 

最小値 

(MPN/100ml) 

最大値 

(MPN/100ml) 
m/n 

平均値 

(MPN/100ml) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

最小値 

(mg/l) 

最大値 

(mg/l) 
m/n 

平均値 

(mg/l) 

鶴見川河口先 C 1.1×102 2.3×105 -/12 3.0×104 <0.5 <0.5 -/12 <0.5 1.1 3.2 12/12 2.0 0.10 0.22 12/12 0.15 

横浜港内 C 2.0×100 4.9×104 -/12 5.8×103 <0.5 <0.5 -/12 <0.5 0.58 1.7 ２/12 0.93 0.051 0.17 ３/12 0.079 

磯子沖 C <2.0×100 4.9×103 -/12 6.1×102 <0.5 <0.5 -/12 <0.5 0.33 0.92 ０/12 0.55 0.025 0.060 ０/12 0.043 

平潟湾内 B <2.0×100 7.9×103 -/12 1.1×103 <0.5 <0.5 -/12 <0.5 0.28 0.85 ４/12 0.55 0.032 0.088 ７/12 0.054 

本牧沖 B <2.0×100 1.7×103 -/12 3.8×102 <0.5 <0.5 -/12 <0.5 0.34 1.0 ０/12 0.64 0.034 0.090 ０/12 0.054 

富岡沖 B <2.0×100 7.9×102 -/12 1.4×102 <0.5 <0.5 -/12 <0.5 0.30 0.97 ０/12 0.49 0.021 0.071 ０/12 0.042 

平潟湾沖 (B) 2.0×100 7.9×102 -/12 1.0×102 <0.5 <0.5 -/12 <0.5 0.30 0.91 １/12 0.48 0.021 0.067 ２/12 0.042 

中の瀬南 A <2.0×100 <2.0×100 -/４ <2.0×100 <0.5 <0.5 -/４ <0.5 0.23 0.76 １/12 0.45 0.026 0.051 １/12 0.039 

注） １類型欄の( )書は、環境基準指定水域内の基準点以外の測点を表す。 
２ m ：環境基準値を超える検体数   n ：総検体数  < ：定量限界値未満  ND ：不検出 

 
資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」 神奈川県環境農政局 
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表２-６-７(４) 公共用水域水質測定結果（海域、ダイオキシン類、平成 24 年度） 

地点 
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

(pg-TEQ/l) 
環境基準値 

鶴見川河口先 0.19 

１ pg-TEQ/l 

横浜港内  0.076 

磯子沖  0.041 

平潟湾内  0.048 

本牧沖  0.035 

富岡沖  0.033 

注） 採取日：平成 24 年８月１日 
 
資料：「海域及び地下水中のダイオキシン類濃度の測定結果(2012 年度)」横浜市環境創造局 
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【Ａ類型】 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

(m
g/

L
)

ＣＯＤ75％値の経年変化 東京湾16 Ａ類型

中の瀬南

 
 

【Ｂ類型】 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

(m
g/

L
)

ＣＯＤ75％値の経年変化 東京湾10,12 Ｂ類型

平潟湾内

本牧沖

富岡沖

平潟湾沖

 
 

【Ｃ類型】 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

(m
g/

L
)

ＣＯＤ75％値の経年変化 東京湾6,7 Ｃ類型

鶴見川河口先

横浜港内

磯子沖

 
注）破線は類型毎の環境基準値（A 類型：2.0mg/l、Ｂ類型：3.0mg/l、C 類型：8.0mg/L）を示す。 
 

資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」 神奈川県環境農政局 
「海域の COD の 75％値の経年推移」横浜市環境創造局 

図２-６-３ 横浜港周辺海域における COD（75%値）の経年変化 
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【Ⅲ類型】 
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Ｔ－Ｎ年平均値の経年変化 東京湾（ニ） Ⅲ類型
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平潟湾沖

中の瀬南

 
 

【Ⅳ類型】 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

(m
g/

L
)

Ｔ－Ｎ年平均値の経年変化 東京湾（ロ） Ⅳ類型 鶴見川河口先

横浜港内

磯子沖

本牧沖

富岡沖

 
注）破線は類型毎の環境基準値（Ⅲ類型：0.6mg/l、Ⅳ類型：1.0mg/l）を示す。 
 

資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」 神奈川県環境農政局 
「海域の全窒素及び全燐の年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

 

図２-６-４ 横浜港周辺海域における T-N（年平均値）の経年変化 
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【Ⅲ類型】 
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【Ⅳ類型】 
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(m
g/

L
)
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磯子沖

本牧沖

富岡沖

 
注）破線は類型毎の環境基準値（Ⅲ類型：0.05mg/l、Ⅳ類型：0.09mg/l）を示す。 
 

資料：「平成 24 年度 神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」 神奈川県環境農政局 
「海域の全窒素及び全燐の年平均値の経年推移」横浜市環境創造局 

 

図２-６-５ 横浜港周辺海域における T-P（年平均値）の経年変化 
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２）港湾計画現況調査 

港湾計画現況調査における水質調査結果は表２-６-８に示すとおりである。 

 

表２-６-８(１) 水質調査結果（夏季） 

項    目 単 位 層 St.3 St.4 平均 

一

般

項

目 

調査時刻 ―― － 11：20 08：35 － 

水深 ｍ － 35.2 22.6 28.9 

透明度 ｍ － 2.4 2.4 2.4 

水色 ―― － 褐色 緑褐色 － 

水温 ℃ 
上層 26.1 25.8 26.0 

下層 21.1 22.6 21.9 

全窒素 
（T-N） 

㎎/L 
上層 0.32 0.58 0.45 

下層 0.13 0.31 0.22 

クロロフィルａ 
 

μg/L 
上層 29.6 23.0 26.3 

下層 6.1 1.6 3.9 

全りん 
（T-P） 

㎎/L 
上層 0.046 0.064 0.055 

下層 0.032 0.075 0.054 

生 

活 

環 

境 
項 

目 

水素イオン濃度 

（pH） 
―― 

上層 8.6 8.3 8.5 

下層 8.0 7.9 8.0 

化学的酸素要求量 

（CODMn） 
㎎/L 

上層 5.5 3.2 4.4 

下層 1.6 1.9 1.8 

溶存酸素量 

（DO） 
㎎/L 

上層 10.2 5.5 7.9 

下層 4.2 1.1 2.7 

大腸菌群数 

（MPN 法） 
MPN/100mL 

上層 33 490 260 

下層 ４ ５ ５ 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L 
上層 <0.5 <0.5 <0.5 

下層 <0.5 <0.5 <0.5 

浮遊物質 

（SS） 
㎎/L 

上層 ４ ６ ５ 

下層 <１ １ １ 

健

康

項

目 

ふっ素 ㎎/L 
上層 1.0 1.0 1.0 

下層 1.1 1.1 1.1 

ほう素 ㎎/L 
上層 4.9 4.8 4.9 

下層 5.5 5.4 5.5 

硝酸及び 
亜硝酸性窒素 

㎎/L 
上層 0.04 0.19 0.12 

下層 0.10 0.06 0.08 

注） １ 採水日：平成 23 年８月 26 日 

   ２ 上層は海面下 0.5m、下層は海底面上１m の試料を採取した。 
   ３ 健康項目のうち、ｶﾄﾞﾐｳﾑからｾﾚﾝまでの 23 項目は、全て検出限界以下であった。 

 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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表２-６-８(２) 水質調査結果（秋季） 

項    目 単 位 層 St.3 St.4 平均 

一

般

項

目 

調査時刻 ―― － ９：20 ９：53 － 

水深 ｍ － 35.5 22.5 29.0 

透明度 ｍ － 7.0 5.5 6.3 

水色 ―― － 暗緑色 暗緑色 － 

水温 ℃ 
上層 19.4 19.9 19.7 

下層 18.2 19.6 18.9 

全窒素 
（T-N） 

㎎/L 
上層 － － － 

下層 － － － 

クロロフィルａ 
 

μg/L 
上層 － － － 

下層 － － － 

全りん 
（T-P） 

㎎/L 
上層 － － － 

下層 － － － 

 
 

 
 

 

生 

活 

環 

境 

項 

目 

水素イオン濃度 

（pH） 
―― 

上層 8.2 8.2 8.2 

下層 8.1 8.1 8.1 

化学的酸素要求量 

（CODMn） 
㎎/L 

上層 3.0 2.7 2.9 

下層 1.9 1.8 1.9 

溶存酸素量 

（DO） 
㎎/L 

上層 7.8 8.1 8.0 

下層 5.1 5.4 5.3 

大腸菌群数 

（MPN 法） 
MPN/100mL 

上層 <２ <２ <２ 

下層 <２ <２ <２ 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L 
上層 <0.5 <0.5 <0.5 

下層 <0.5 <0.5 <0.5 

浮遊物質 

（SS） 
㎎/L 

上層 １ １ １ 

下層 １ １ １ 

注） １ 採水日：平成 23 年 10 月 27 日 

   ２ 上層は海面下 0.5m、下層は海底面上１m の試料を採取した。 
 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 



73 
 

表２-６-８(３) 水質調査結果（冬季） 

項    目 単 位 層 St.3 St.4 平均 

一

般

項

目 

調査時刻 ―― － 11：25 10：18 － 

水深 ｍ － 33.7 24.0 28.9 

透明度 ｍ － 3.6 3.2 3.4 

水色 ―― － 暗灰黄緑色 暗灰黄緑色 － 

水温 ℃ 
上層 10.1 11.1 10.6 

下層 10.5 11.0 10.8 

全窒素 
（T-N） 

㎎/L 
上層 0.43 0.70 0.57 

下層 0.41 0.41 0.41 

クロロフィルａ 
 

μg/L 
上層 12.9 20.2 16.6 

下層 11.4 14.3 12.9 

全りん 
（T-P） 

㎎/L 
上層 0.027 0.037 0.032 

下層 0.026 0.027 0.027 

 
 

 
 

 

生 

活 

環 

境 

項 

目 

水素イオン濃度 

（pH） 
―― 

上層 8.3 8.3 8.3 

下層 8.2 8.2 8.2 

化学的酸素要求量 

（CODMn） 
㎎/L 

上層 2.1 3.4 2.8 

下層 2.1 2.2 2.2 

溶存酸素量 

（DO） 
㎎/L 

上層 10.3 11.5 10.9 

下層 9.8 9.1 9.5 

大腸菌群数 

（MPN 法） 
MPN/100mL 

上層 <２ <２ <２ 

下層 <２ <２ <２ 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L 
上層 <0.5 <0.5 <0.5 

下層 <0.5 <0.5 <0.5 

浮遊物質 

（SS） 
㎎/L 

上層 ２ ３ ３ 

下層 ２ ３ ３ 

健

康

項

目 

ふっ素 ㎎/L 
上層 1.0 1.1 1.1 

下層 1.1 1.1 1.1 

ほう素 ㎎/L 
上層 5.1 5.1 5.1 

下層 5.1 5.1 5.1 

硝酸及び亜硝酸 ㎎/L 
上層 0.27 0.45 0.36 

下層 0.28 0.25 0.27 

注） １ 採水日：平成 24 年１月 18 日 
   ２ 上層は海面下 0.5m、下層は海底面上１m の試料を採取した。 

   ３ 健康項目のうち、ｶﾄﾞﾐｳﾑからｾﾚﾝまでの 23 項目は、全て検出限界以下であった。 
 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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表２-６-８(４) 水質調査結果（春季） 

項    目 単 位 層 St.3 St.4 平均 

一

般

項

目 

調査時刻 ―― － ９：40 ９：20 － 

水深 ｍ － 33.2 23.8 28.5 

透明度 ｍ － 5.8 5.5 5.7 

水色 ―― － 暗緑色 暗緑色 － 

水温 ℃ 
上層 9.2 9.5 9.4 

下層 9.8 10.0 9.9 

全窒素 
（T-N） 

㎎/L 
上層 － － － 

下層 － － － 

クロロフィルａ 
 

μg/L 
上層 － － － 

下層 － － － 

全りん 
（T-P） 

㎎/L 
上層 － － － 

下層 － － － 

 
 

 
 

 

生 

活 

環 

境 
項 
目 

水素イオン濃度 

（pH） 
―― 

上層 8.2 8.2 8.2 

下層 8.2 8.1 8.2 

化学的酸素要求量 

（COD） 
㎎/L 

上層 1.7 1.8 1.8 

下層 1.6 1.7 1.7 

溶存酸素量 

（DO） 
㎎/L 

上層 9.6 9.9 9.8 

下層 8.5 9.0 8.8 

大腸菌群数 

（MPN 法） 
MPN/100mL 

上層 <２ ２ ２ 

下層 <２ <２ <２ 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 ㎎/L 
上層 <0.5 <0.5 <0.5 

下層 <0.5 <0.5 <0.5 

浮遊物質 

（SS） 
㎎/L 

上層 １ １ １ 

下層 １ ２ ２ 

注） １ 採水日：平成 24 年３月１日 

   ２ 上層は海面下 0.5m、下層は海底面上１m の試料を採取した。 
 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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２－７ 底質の現況 

(1)判定基準 

底質の判定基準は、表２-７-１に示すとおり「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」

（昭和 45 年 12 月 25 日 法律 136 号）に基づく有害水底土砂に係る判定基準を採用した。ま

た、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年７月 16 日 法律第 105 号）に基づく「ダイ

オキシン類による水底の底質に係る環境基準」は、表２-７-２に示すとおりである。 

また、底質のうち、水銀、PCB を含むものについては、表２-７-３に示すとおり底質の暫

定除去基準（昭和 50 年 10 月 28 日 環水管第 119 号）が定められている。 

表２-７-１(１) 水底土砂に係る判定基準 

項  目 基 準 値 備  考 

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと 

［溶出試験］ 

海洋汚染及び海上災害の

防止に関する法律施行令第

５条第１項に規定する、埋立

場所等に排出しようとする金

属等を含む廃棄物に係る判

定基準を定める総理府令 

(総理府令６号 

昭和 48 年２月 17 日) 

 

(改正： 

平成 18 年 11 月 10 日 

環境省令第 33 号) 

水銀又はその化合物              0.005 ㎎/l 以下 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物              0.1   ㎎/l 以下 

鉛又はその化合物              0.1   ㎎/l 以下 

有機りん化合物              １     ㎎/l 以下 

六価ｸﾛﾑ化合物              0.5   ㎎/l 以下 

ひ素又はその化合物              0.1   ㎎/l 以下 

ｼｱﾝ化合物              １     ㎎/l 以下 

ＰＣＢ              0.003 ㎎/l 以下 

銅又はその化合物              ３     ㎎/l 以下 

亜鉛又はその化合物              ２     ㎎/l 以下 

ふっ化物              15    ㎎/l 以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ              0.3   ㎎/l 以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ              0.1   ㎎/l 以下 

ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物              2.5   ㎎/l 以下 

ｸﾛﾑ又はその化合物              ２     ㎎/l 以下 

ﾆｯｹﾙ又はその化合物              1.2   ㎎/l 以下 

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物              1.5   ㎎/l 以下 

有機塩素化合物              40   ㎎/kg 以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ              0.2   ㎎/l 以下 

四塩化炭素              0.02  ㎎/l 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ              0.04  ㎎/l 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ              0.2   ㎎/l 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ              0.4   ㎎/l 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ              ３     ㎎/l 以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ              0.06  ㎎/l 以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ              0.02  ㎎/l 以下 

ﾁｳﾗﾑ              0.06  ㎎/l 以下 

ｼﾏｼﾞﾝ              0.03  ㎎/l 以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ              0.2   ㎎/l 以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ              0.1   ㎎/l 以下 

ｾﾚﾝ又はその化合物              0.1   ㎎/l 以下 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する、埋立場所等に排出しようとする 

金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令（昭和 48 年 ２月 17 日 総理府令第 ６号） 

改正：（平成 18 年 11 月 10 日 環境省令第 33 号)  
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表２-７-１(２) 水底土砂に係る判定基準 

項 目 基 準 値 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 10 pg-TEQ/L 以下（溶出濃度） 

（平成15年６月 環境省令第14号） 
改正：（平成18年11月10日 環境省令第33号） 

 

表２-７-２ ダイオキシン類による水底の底質に係る環境基準 

物 質 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

環境基準 150 pg-TEQ/g 以下（含有濃度） 

測定方法 水底の底質中に含まれるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類をｿｯｸｽﾚｰ抽出し、高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量

分析計により測定する方法 

備考 

基準値は、2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について 
（平成11年12月27日 環境庁告示第68号） 

改正：（平成14年 ７月22日 環境省告示第46号） 

 

表２-７-３ 底質の暫定除去基準 

 暫定除去基準（底質の乾燥重量当たり） 

水  銀 

河川、湖沼 海域 

25 ppm 以上 

次式による算出値（Ｃ）以上のもの 

 Ｃ＝0.18×△Ｈ／(Ｊ×Ｓ) (ppm)   △Ｈ ：平均潮差（m） 

Ｊ  ：溶出率 

Ｓ ：安全率 

潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては平均潮位に

代えて次式の△Ｈとする。 

 △Ｈ＝副振動の平均振幅(m)×12×60(分)／平均周期(分) 

溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる４地点以

上の底質について「底質調査法」の溶出試験により求め、その平均値とする。 

 安全率Ｓ:  10 漁業が行われていない地域 

 50 底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類の漁獲量

が総漁獲量の概ね１/２以下の水域 

100 上記漁獲量の割合が概ね１/２を超える水域 

ＰＣＢ 

10 ppm 以上 

魚介類のＰＣＢ汚染の推移から見て更に問題がある水域においては、より厳しい基準値を設定す

るように配慮する。 

底質の暫定除去基準について（昭和 50 年 10 月 28 日 環水管第 119 号  環境庁水質保全局長通知） 

改訂：（昭和 63 年９月８日 環水管 第 127 号） 
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(2)調査概要 

横浜港及びその周辺地域における底質調査概要は、表２-７-４及び図２-７-１に示すとお

りである。 

 

表２-７-４ 底質調査概要 

調査区分 ダイオキシン類調査 港湾計画現況調査 

調査機関 横浜市 横浜市港湾局 

調査地点 
図２-６-２(１)に示す６地点 

（地点７、８、９、10、11、12） 
図２-７-１に示す５地点 

調査時期 平成24年度 平成23年 ８月26日（夏季） 

調査項目 ダイオキシン類環境基準 

一般項目  ： ８項目 

溶出試験  ：31 項目 

含有量試験： ３項目 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

「平成 25 年版 横浜の環境（資料編）」横浜市 
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資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

図２-７-１ 底質測定地点（港湾計画現況調査） 
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(3)調査結果 

調査結果は、表２-７-５及び表２-７-６に示すとおりである。 

全地点とも環境基準に適合している。 

 

表２-７-５ 公共用水域測定結果（底質、ダイオキシン類、平成 24 年度） 

地点 
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

(pg-TEQ/g) 
環境基準値 

鶴見川河口先 6.1 

150 pg-TEQ/g 

横浜港内 27 

磯子沖 2.1 

平潟湾内 10 

本牧沖 14 

富岡沖 4.2 

注） 採取日：平成 24 年８月１日 

 
資料：「海域及び地下水中のダイオキシン類濃度の測定結果（2012 年度）」横浜市 
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表２-７-６ 港湾計画現況調査結果（底質、夏季） 

St .1 St .2 St .3 St .4 St .5 St .6

アルキル水銀化合物 mg/L 0.0005 N.D N.D N.D N.D N.D N.D 検出されないこと

水銀又はその化合物 mg/L 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005

カドミウム又はその化合物 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1

鉛又はその化合物 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1

有機りん化合物 mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1

六価クロム化合物 mg/L 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.5

ひ素又はその化合物 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1

シアン化合物 mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1

ポリ塩化ビフェニル（PCB） mg/L 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.003

有機塩素化合物 mg/kg 4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 40

銅又はその化合物 mg/L 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 3

亜鉛又はその化合物 mg/L 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2

ふっ化物 mg/L 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 15

トリクロロエチレン mg/L 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.3

テトラクロロエチレン mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1

ベリリウム又はその化合物 mg/L 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2.5

クロム又はその化合物 mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2

ニッケル又はその化合物 mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.2

バナジウム又はその化合物 mg/L 0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1.5

ジクロロメタン mg/L 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.2

四塩化炭素 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.2

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.4

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 3

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.06

1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02

チウラム mg/L 0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.06

シマジン mg/L 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.03

チオベンカルブ mg/L 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.2

ベンゼン mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1

セレン又はその化合物 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1

※採取日：平成23年8月26日

　 N.Dは、定量下限値未満を示す。

分　析　結　果
項目 単位 定量下限値 基準値

　 基準値は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする
　 金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和48年2月17日総理府令第6号）  

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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２－８ 地形の現況 

(1) 代表的な地形 

「日本の地形レッドデータブック 第１集 新装版－危機にある地形－」（小泉武栄・青木賢

人 編 平成 12 年 12 月発行（古今書院））にリストアップされている横浜港周辺の地形は、表

２-８-１及び図２-８-１に示すとおりである。 

表２-８-１ 横浜港周辺の貴重な地形 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 地点名 海岸の特性 選定基準 ﾗﾝｸ 

Ⅴ 下末吉段丘の露頭 海岸段丘 ② Ｃ 

注） １ ｶﾃｺﾞﾘｰ 
 Ⅰ 変動地形 Ⅱ 火山地形 Ⅲ 河川のつくる地形 

 Ⅳ 気候を反映した地形 Ⅴ 海岸地形 Ⅵ 地質を反映した地形 
２ 選定基準 
 ① 日本の地形を代表する典型的かつ希少、貴重な地形 

 ② ①に準じ、地形学の教育上重要な地形もしくは地形学の研究の進展に伴って
新たに注目した方がよいと考えられる地形 

 ③ 多数存在するが、中でも典型的な形態を示し、保存することが望ましい地形 

 ④ 動物や植物の生育地として重要な地形 
３ ﾗﾝｸ 
 Ｄ： 重要な地形でありながら、すでに破壊され、現存しない地形 

 Ｃ： 現在著しく破壊されつつある地形。また、大規模開発計画などで破壊が危惧さ
れる地形。このﾗﾝｸに属する地形は現状のままでは消滅すると考えられるので、
最も緊急な保全が要求される。 

 Ｂ： 現時点で低強度の破壊を受けている地形。今後、破壊が継続されれば、消滅
が危惧される。 

 Ａ： 現在の保存状況がよく、今後もその継続が求められる地形 

 
資料：「日本の地形ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 第１集 新装版 –危機にある地形-」 

小泉武栄・青木賢人 編 

 

 
資料：「日本の地形ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 第１集 新装版 –危機にある地形-」 

小泉武栄・青木賢人 編 

図２-８-１ 横浜港周辺の貴重な地形位置図 
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２－９ 生物の現況 

(1)陸生植物 

横浜港及びその周辺地域の現存植生図は図２-９-１に、保安林の指定状況は図２-９-２に

示すとおりである。 

なお、「第２回自然環境保全基礎調査 神奈川県動植物分布図」（昭和 56 年発行、環境庁）

によると、特定植物群落の分布図は、横浜港及びその周辺地域において確認されていない。 

 

 

 
出典：「第６回、７回自然環境保全基礎調査 植生調査（横浜東部）、平成 12 年度」環境省 自然環境局 生物多様性センター 

図２-９-１（１） 横浜港及びその周辺地域の現存植生図（１） 
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出典：「第６回、７回自然環境保全基礎調査 植生調査（本牧・横須賀）、平成 12 年度」環境省 自然環境局 生物多様性センター 

図２-９-１（２） 横浜港及びその周辺地域の現存植生図（２） 
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資料：「土地利用調整総合支援ネットワークシステム、平成 23 年３月 14 日現在」国土交通省 国土政策局 総合計画課 

図２-９-２ 横浜港及びその周辺地域の保安林指定状況図 
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(2)陸生動物 

1) 哺乳類 

「第４回自然環境保全基礎調査 神奈川県自然環境情報図」（平成７年、環境庁）によれ

ば、神奈川県が調査対象とした中大型哺乳類８種（ﾆﾎﾝｻﾞﾙ、ﾆﾎﾝｼﾞｶ、ｶﾓｼｶ、ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ、ﾀﾇｷ、

ｷﾂﾈ、ｱﾅｸﾞﾏ、ﾆﾎﾝｲﾉｼｼ）の分布は、横浜港及びその周辺地域において確認されていない。 

 

2) 鳥類 

横浜市内では、表２-９-１に示すとおり、44 科 214 種が確認されている（1977 年(昭和

52 年)～1990 年(平成２年)の記録）。神奈川県の低地として記録が少なく、注目される種

としては、ｱｵﾊﾞﾄ、ﾎﾄﾄｷﾞｽ、ｸﾛﾂｸﾞﾐ、ﾔﾌﾞｻﾒ、ｺｶﾞﾗ、ﾐﾔﾏﾎｵｼﾞｵが確認されている。また、横

浜市域としては貴重な記録と考えられる種としては、ｱｵｹﾞﾗ、ﾙﾘﾋﾞﾀｷ、ﾄﾗﾂｸﾞﾐ、ｷｸｲﾀﾀﾞｷ、

ｸﾛｼﾞ、ｱﾄﾘが確認されている。 

「第４回自然環境保全基礎調査 神奈川県自然環境情報図」（平成７年、環境庁）によれ

ば、神奈川県が調査対象とした鳥類（ｺｱｼﾞｻｼ、ｲﾜﾂﾊﾞﾒ）の集団繁殖地及び鳥類（ｻｷﾞ類、

ﾂﾊﾞﾒ）の集団ねぐらの分布は、横浜港及びその周辺地域において確認されていない。 

なお、横浜港及びその周辺地域における鳥獣保護区の位置は、図２-９-３に示すとおり

である。 
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表２-９-１(１) 鳥類確認種一覧 
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表２-９-１(２) 鳥類確認種一覧 

 
注）1977 年(昭和 52 年)から 1990 年(平成２年)の記録［「(財)日本野鳥の会神奈川支部（昭和 61 年）」、「横浜自然観察の

森（平成２年）」及び「横浜市陸域の生物相・生態系調査報告書（平成３年３月）」横浜市公害対策局 による］ 
 

資料：「横浜市陸域の生物相・生態系調査報告書（平成３年３月）」横浜市公害対策局 
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資料：「平成 24 年度鳥獣保護区等位置図」 神奈川県 

図２-９-３ 横浜港及びその周辺地域の鳥獣保護区位置図 
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3) 昆虫類 

「第２回自然環境保全基礎調査 神奈川県動植物分布図」（昭和 56 年発行、環境庁）に

よると、横浜港及びその周辺海域において確認されている主な昆虫類は、表２-９-２に示

すとおりである。 

表２-９-２ 昆虫類確認種一覧 

種  名 選 定 基 準 

ﾊﾙｾﾞﾐ 指標昆虫類 

ｱｵﾏﾂﾑｼ 特定昆虫類 B・G 

ｵﾆﾔﾝﾏ 特定昆虫類 D・G 

ｵﾂﾈﾝﾄﾝﾎﾞ 特定昆虫類 D・G 

ﾀｶﾈﾄﾝﾎﾞ 特定昆虫類 D・G 

ｳﾁﾜﾔﾝﾏ 特定昆虫類 D・G 

ｺｼｱｷﾄﾝﾎﾞ 特定昆虫類 D・G 

ｸﾏｾﾞﾐ 特定昆虫類 C 

ｱｵﾊﾞｾｾﾘ 特定昆虫類 G 

ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ 特定昆虫類 C 

ｵﾅｶﾞｱｹﾞﾊ 特定昆虫類 G 

注）選定基準 

  指標昆虫類 ：良好な環境を知る目的で選定された種 
  特定昆虫類 B ：分布域が国内若干の地域に限定されている種 
  特定昆虫類 C ：普通種であっても、北限・南限など分布限界になると思われる産地に

分布する 
  特定昆虫類D ：当該地域において絶滅の危機に瀕

ひん

している種 
  特定昆虫類 G ：環境指標として適当であると考えられる種 

 
資料：「第２回自然環境保全基礎調査 神奈川県動植物分布図（昭和 56 年発行）」環境庁 

 

 

 

4) 両生類・は虫類・淡水魚類 

「第２回自然環境保全基礎調査 神奈川県動植物分布図」（昭和 56 年発行、環境庁）

によると、絶滅のおそれのある種、学術上重要な種等として環境庁などが選定した対象

種のうち、横浜港及びその周辺海域において淡水魚類のﾐﾔｺﾀﾅｺﾞが確認されている。 
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(3)海生生物 

1) 調査概要 

横浜港及びその周辺海域における海生生物については、港湾計画現況調査を実施してい

る。その調査概要は表２-９-３、調査地点は図２-９-４に示すとおりである。 

 

表２-９-３ 海生生物調査概要 

調査項目 調査時期 調査地点 調査方法 

植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

夏季 ： 平成 23 年８月 26 日 
冬季 ： 平成 24 年１月 18 日 

図２ -９ -４

に示す地点 

ﾊﾞﾝ ﾄ ﾞｰﾝ型採水器を使用し、上層（海面下

0.5m）のみを採取。 

動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 
北原式定量ﾈｯﾄを使用し、海底上 1.0m から水

面までの試料を採取。 

魚卵・稚仔魚 

丸稚ﾈｯﾄを調査船の船尾より約 30m のﾛｰﾌﾟで

繋ぎ、船速２ﾉｯﾄで約５分間（約 300m）曳網し、

試料を採取。なお、曳網方向は、調査当日の潮

流、風向き等を考慮して決定。 

底生生物 ｽﾐｽ・ﾏｯｷﾝﾀｲﾔ型採泥器により表層を採取。 

付着生物 
500mm×500mm のｺﾄﾞﾗｰﾄ枠を用い、平均海面

（MSL）付近の試料を慅き取り採取。 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

図２-９-４ 海生生物調査地点図 
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2) 調査結果 

① 植物プランクトン 

植物プランクトンの出現状況は、表２-９-４に示すとおりである。 

 

表２-９-４ 植物プランクトン出現状況 

項目 

時期 夏 季 冬 季 
年月 平成 23 年８月 26 日 平成 24 年１月 18 日 

地点 
単位 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

出現種数 種 40 41 38 41 35 20 26 22 24 21 
平 均 種 48 32 
細胞数 細胞/L 10,141,50０ 8,537,400 14,842,50０ 5,048,100 8,284,500 8,107,200 3,498,600 3,762,000 3,195,000 2.503,500 

平 均 細胞/L 9,370,800 4,213,260 

優占種 

種  名 種  名 
Pseudo-nitzschia spp. Skeletonema costatum 
Leptocylindrus danicus Chaetoceros constrictum 
Thalassiosira spp. ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 
ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 Chaetoceros danicum 

 Detonula pumila 
注）平均の項の種類数は５測点の合計を示した。 

 
資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

 

 

② 動物プランクトン 

動物プランクトンの出現状況は、表２-９-５に示すとおりである。 

 

表２-９-５ 動物プランクトン出現状況 

項目 

時期 夏 季 冬 季 
年月 平成 23 年８月 26 日 平成 24 年１月 18 日 

地点 

単位 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

出現種数 種 16 24 27 21 34 21 20 19 19 14 
平 均 種 44 19 
個体数 個体/m３ 192,560 26,680 59,750 30,410 51,360 137,080 62,190 35,440 63,380 27,300 

平 均 個体/m３ 72,150 65,080 

優占種 

種  名 種  名 
Oithona（copepodite larva） Oithona（copepodite larva） 
Oithona davisae Oithona davisae 
COPEPODA（nauplius larva） COPEPODA（nauplius larva） 
POLYCHAETA（larva） Oikopleura spp.（juvenile） 
BIVALVIA（umbo larva） Paracalanus（copepodite larva） 

注）平均の項の種類数は５測点の合計を示した。 
 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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③ 魚卵・稚仔魚 

魚卵・稚仔魚の出現状況は、表２-９-６に示すとおりである。 

 

表２-９-６(１) 魚卵出現状況 

項目 

時期 夏 季 冬 季 
年月 平成 23 年８月 26 日 平成 24 年１月 18 日 

地点 
単位 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

出現種数 種 ２ ３ ６ ３ ３ ０ ０ １ ０ ０ 
平 均 種 ６ １ 
個体数 個体 ２ 418 2,125 361 375 ０ ０ ５ ０ ０ 

平 均 個体 656 - 

主な出現種 

種  名 （和 名） 種  名 （和 名） 
Engraulis japonicas（ｶﾀｸﾁｲﾜｼ） 単脂球形卵４ 
Callionymidae（ﾈｽﾞｯﾎﾟ科）  
Soleoidei（ｳｼﾉｼﾀ亜目）  
単脂球形卵１  
単脂球形卵２  
単脂球形卵３  

注）平均の項の種類数は５測点の合計を示した。 
 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

 

 

表２-９-６(２) 稚仔魚出現状況 

項目 

時期 夏 季 冬 季 
年月 平成 23 年８月 26 日 平成 24 年１月 18 日 

地点 
単位 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

出現種数 種 ０ １ １ １ １ ２ ４ ３ ２ ４ 
個体数 個体/曳網 ０ １ １ １ ３ ６ 13 ９ ２ 19 

主な出現種 

種  名 （和 名） 種  名 （和 名） 
Carangidae（ｱｼﾞ科） Lateolabrax sp.（ｽｽﾞｷ属） 
Gobiidae（ﾊｾﾞ科） Sebastes pachycephalus（ﾑﾗｿｲ） 
Omobranchus elegans（ﾅﾍﾞｶ） Sebastes sp.（ﾒﾊﾞﾙ属） 
Rundarius ercodes（ｱﾐﾒﾊｷﾞ） Sebastiscus marmoratus（ｶｻｺﾞ） 
 Hexagrammos sp.（ｱｲﾅﾒ属） 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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④ 底生生物 

底生生物の出現状況は、表２-９-７に示すとおりである。 

 

表２-９-７ 底生生物出現状況 

項目 

時期 夏 季 冬 季 
年月 平成 23 年８月 26 日 平成 24 年１月 18 日 

地点 
単位 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

出現種数 種 ０ 12 14 ４ 13 ８ 17 ８ ５ 16 
個体数 個体/0.15m２ ０ 81 50 15 99 64 1,001 26 24 81 

主な出現種 

種  名 種  名 
ｼｽﾞｸｶﾞｲ ｼﾉﾌﾞﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ 
ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ Glycinde 属 
ｼﾉﾌﾞﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ ｵｳｷﾞｺﾞｶｲ 
ｽﾍﾞｽﾍﾞﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ ｼｽﾞｸｶﾞｲ 
ﾊﾅｵｶｶｷﾞｺﾞｶｲ ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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⑤ 付着生物 

付着生物の出現状況は、表２-９-８に示すとおりである。 

 

表２-９-８(１) 付着生物出現状況（植物） 

項目 

時期 夏 季 冬 季 
年月 平成 23 年８月 26 日 平成 24 年１月 18 日 

地点 
 
単位 

St.7 St.8 St.9 St.10 St.11 St.7 St.8 St.9 St.10 St.11 

潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 

出 現 種 数 種 ３ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ４ ８ ３ ３ ２ ０ １ ０ ２ ０ 

湿 重 量 
g/0.25m

２ 
0.36 ０ ０ ０ 0.32 ０ 2.04 ０ ０ ０ 10.68 22.32 63.20 2.96 2.64 ０ 0.00 ０ 0.80 ０ 

主な出現種 

種  名 種  名 
ｱｵｻ属 ｱｵｻ属 
ｱｵﾉﾘ属 ﾑｶﾃﾞﾉﾘ科 
ｲｿﾀﾞﾝﾂｳ ｱｵﾉﾘ属 
 ｼｵﾐﾄﾞﾛ科 
 ｼｵｸﾞｻ属 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 

 

 

 

表２-９-８(２) 付着生物出現状況（動物） 

項目 

時期 夏 季 冬 季 
年月 平成 23 年８月 26 日 平成 24 年１月 18 日 

地点 

 
単位 

St.7 St.8 St.9 St.10 St.11 St.7 St.8 St.9 St.10 St.11 

潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 潮間帯 潮下帯 

出現種数 種 25 28 25 35 17 22 25 30 20 23 21 22 21 21 22 25 17 29 16 20 

個 体 個体/0.25m２ 1 0 , 8 6 4 7 , 8 1 2 2 6 , 7 9 2 2 3 , 7 2 0 3 , 5 3 6 1 1 , 1 2 8 6 , 7 1 6 1 2 , 2 5 6 1 4 , 2 4 4 1 1 , 3 2 0 864 816 1 0 , 2 5 6 2 , 1 4 0 1 , 0 0 0 2 , 2 8 8 1 0 , 8 7 2 5,912 636 2 , 7 5 6 

主な出現種 

種  名 種  名 
ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ ｲﾜﾌｼﾞﾂﾋﾞ 
ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目 ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ 
ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目 
ｲｿﾖｺｴﾋﾞ ｲｿﾖｺｴﾋﾞ 
ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ属 ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 

資料：「横浜港環境現況調査委託報告書（平成 24 年３月）」横浜市港湾局 
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２－10 生態系の現況 

(1) 藻場・干潟 

藻場、自然干潟等は、「第４回自然環境保全基礎調査 神奈川自然環境図」（平成７年、環

境庁）によると、横浜港及びその周辺地域において確認されていない。 

なお、横浜港金沢区白帆などでは、官民協働によるアマモの播種および移植等のアマモ場

再生に向けた取組が行われている。 

 

 

(2) 生態系 

横浜市による沿岸域調査によると、今もキスやアジの他、マダイやハゼ類、カレイ類など、

河口・海岸域（野鳥水路など計５か所）では 27 種、内湾（横浜港沖など計３か所）では 35

種の魚類が確認され、干潟については平潟湾と金沢湾でゴカイやエビ、カキなど計 58 種の生

物が確認されている。 

また、平潟湾内では、ｾｸﾞﾛｶﾓﾒ、ﾕﾘｶﾓﾒ、ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ、ｽｽﾞｶﾞﾓなどが見られ、神奈川県内の代

表的な探鳥地の一つとなっている。冬季には、ﾊﾏｼｷﾞやｼﾛﾁﾄﾞﾘ、春秋にはｷｱｼｼｷﾞ、ﾒﾀﾞｲﾁﾄﾞﾘ

などのｼｷﾞ・ﾁﾄﾞﾘ類が渡来する。 

横浜港及びその周辺地域の沿岸は、人工物の海岸線を形成しているが、平潟湾内など多様

な生物相とその生息環境が存在し、特徴的な生態系が形成されている。 

 

資料：「横浜の川と海の生物（第 12 報・海域編）」 平成 22 年３月 横浜市環境科学研究所 

「かながわ探鳥地ｶﾞｲﾄﾞ」第 46 回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」神奈川県実行委員会、神奈川県 
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２－11 景観の現況 

(1)景観資源 

横浜港及びその周辺地域における主要な自然景観資源は、表２-11-１及び図２-11-１に示

すとおりである。 

 

表２-11-１ 主要な自然景観資源 

図中 

番号 
自然景観資源名 名 称 

１ 海成段丘 下末吉台地 

２ 海食崖 本牧大地 

資料：「第３回自然環境保全基礎調査 神奈川県自然環境情報図（平成元年）」環境庁 
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資料：「第３回自然環境保全基礎調査 神奈川県自然環境情報図（平成元年）」環境庁 

 

図２-11-１ 主要な自然景観資源位置図 
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(2)景観の現況 

横浜港及びその周辺地域における主要な眺望地点は、表２-11-２及び図２-11-２に示すと

おりである。 

 

表２-11-２ 主要な眺望地点 

図中 

番号 
名  称 

１ パノラマ景観眺望点１ 

２ パノラマ景観眺望点２ 

３ 臨港パーク 

４ ランドマークタワー 

５ 野毛山公園 展望台 

６ カップヌードルミュージアムパーク 

７ 赤レンガパーク 

８ 大さん橋国際客船ターミナル 

９ パノラマ景観眺望点３ 

10 パノラマ景観眺望点４ 

11 パノラマ景観眺望点５ 

12 マリンタワー 

13 海が見える丘公園 

14 横浜港シンボルタワー 

15 長浜みはらし公園 

16 野鳥公園 展望台 

資料：「第 115 回 横浜市都市美対策審議会資料 『(仮称) 美しい港の景観形成計画』 

の検討について」、横浜市 
「代表的な公園、公園をつくる」横浜市 環境創造局 
「横浜金沢環境協会 眺望の道」  横浜金沢観光協会 
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資料：「第 115 回 横浜市都市美対策審議会資料 『(仮称) 美しい港の景観形成計画』の検討について」、横浜市 
「代表的な公園、公園をつくる」横浜市 環境創造局 

「横浜金沢環境協会 眺望の道」  横浜金沢観光協会 

図２-11-２ 主要な眺望地点位置図 
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２－12 人と自然との触れ合い活動の場の現況 

(1)自然公園 

横浜港及びその周辺地域には、自然公園法に基づく自然公園地域の指定はない。 

 

(2)野外レクリエーション地 

横浜港及びその周辺地域における主要な野外レクリエーション地は、表２-12-１及び図２

-12-１に示すとおりである。 

 

表２-12-１ 主な野外レクリエーション地 

図中 

番号 
名 称 区 分 

１ 大黒海づり施設 海づり施設 

２ 本牧海づり施設 海づり施設 

３ 磯子海づり施設 海づり施設 

４ ＫＭＣ横浜マリーナ マリーナ 

５ 横浜市民ヨットハーバー マリーナ 

６ 平野ボートヨコハママリーナ マリーナ 

７ シーサイドマリーナ マリーナ 

８ 横浜ベイサイドマリーナ マリーナ 

９ 八景島マリーナ マリーナ 

10 シーパラダイスマリーナ マリーナ 

11 海の公園 総合公園(海水浴場、潮干狩り、ビーチバレー場など) 

12 野島公園 総合公園(バーベキュー、ｷｬﾝﾌﾟ場、バードウォッチングなど) 

13 三ツ沢公園 運動公園（陸上競技場など） 

14 山手公園 近隣公園（テニスなど） 

15 横浜公園 総合公園（野球場など） 

16 山下公園 風致公園 

17 本牧臨海公園、本牧市民公園 風致公園・総合公園（運動広場、テニスコートなど） 

18 港の見える丘公園 風致公園 

19 根岸森林公園 総合公園（マラソンなど） 

20 グランモール公園(美術の広場) 近隣公園 

21 長浜公園 運動公園（バードウォッチング） 

22 富岡総合公園 総合公園（テニスコート、アーチェリー場など） 

資料：「横浜フィッシングピアーズ」横浜市港湾局ホームページ 
「神奈川県内マリーナ情報」海上保安庁 海洋情報部ホームページ 
「代表的な公園」横浜市環境創造局ホームページ 
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資料：「横浜フィッシングピアーズ」横浜市港湾局ホームページ 

「神奈川県内マリーナ情報」海上保安庁 海洋情報部ホームページ 

「代表的な公園」横浜市環境創造局ホームページ 

図２-12-１ 主な野外レクリエーション地位置図 
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２－13 その他の現況 

(1)漁業の現況 

横浜港の港湾区域内における漁業権については、図２-13-１に示すように区画漁業権のみ

存在している。 

横浜市市内にある漁業経営対数及び漁船は表２-13-１に、海面漁業漁獲量及び海面養殖業

収穫量を表２-13-２に示す。 

 

表２-13-１ 漁業経営体数及び漁船 

平成18年 163      143      20       254      45       209      6,448    

鶴    見 14        14        -         18        3         15        82        

神 奈 川 37        36        1         55        13        42        1,194     

西 1         -         1         17        -         17        4,486     

中 16        16        -         29        2         27        150       

磯    子 6         6         -         6         -         6         30        

金    沢 89        71        18        129       27        102       507       

動 力 船
総ト ン 数

(ｔ)
年    次

総    数

漁船漁業経営体数

個    人 団    体 総 隻 数
船 外 機
付船隻数

(隻)

 
資料：「第 86 回横浜市統計書」横浜市ホームページ 

 

表２-13-２ 海面漁業漁獲量及び海面養殖業収穫量 

遠洋底
びき網

沖合底
びき

小    型
底びき網

船びき網

遠洋
かつお・
まぐろ
まき網

大中型
１そう
まき網
その他

中・小型
ま き 網

その他の
刺    網

さんま
棒受網

大  型
定置網

小  型
定置網

その他の
網 漁 業

まぐろ
はえ縄

その他の
は え 縄

平成18年 19,506 X X 285   1     -     X X 93    … -   -   36    X -     

鶴    見 15       X X -      1      -      -    X 1      … -    -    -      X -      

神 奈 川 1,114    X X -      -      -      -    X 59     … -    -    36     X -      

西 17,737   X X -      -      -      X X -      … -    -    -      X -      

中 158      X X 36     -      -      -    X 2      … -    -    -      X -      

磯    子 15       X X 15     -      -      -    X -      … -    -    -      X -      

金    沢 467      X X 235    -      -      -    X 31     … -    -    -      X -      

かつお
一本釣

いか釣 ひき縄釣
その他の

釣
小計 たこつぼ あなご筒 その他

板のり
生産量

（千枚）

生のり
換算重量
（ｔ）

平成18年 X X -   -     141   X 2   -     -     177 3   16  13    4,584 164   

鶴    見 X -    -    -      4      X -    -      -      7    1    -    -      -      -      

神 奈 川 X -    -    -      9      X -    -      -      98   -    -    -      -      -      

西 X X -    -      -      X -    -      -      -    -    -    -      -      -      

中 X -    -    -      1      X X -      -      -    -    -    -      -      -      

磯    子 X -    -    -      -      X -    -      -      -    -    -    -      -      -      

金    沢 X -    -    -      127    X X -      -      71   2    16   13     4,584  164    

漁   業   種   類   別   漁   獲   量 （ｔ）

年    次

年    次
総量

の り 収 穫 量

網 は  え  縄

釣

潜水器
漁  業

海  面  養  殖漁   業   種   類   別   漁   獲   量 （ｔ）

採  貝 採  藻

そ の 他 の 漁 業
こんぶ

類
(t)

わかめ類
(t)

 

資料：「第 86 回横浜市統計書」横浜市ホームページ 
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資料：「e-かなﾏｯﾌﾟ（漁業権免許ﾏｯﾌﾟ）」神奈川県ホームページ 

図２-13-１ 横浜港の港湾区域内における漁業権の設定状況 
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(2)文化財の現況 

横浜港及びその周辺地域の国・県の指定文化財は表２-13-３に、指定文化財位置は図２

-13-２に示すとおりである。 

 

表２-13-３ 横浜港及びその周辺地域の指定文化財 

指定 分類 種別 名称 指定年月日

1 国登録 登録有形文化財 建造物 田畑家住宅主屋 H22.1.15
2 国指定 重要文化財 建造物 旧横浜船渠株式会社第二号船渠 H9.12.3
3 国指定 重要文化財 建造物 旧横浜船渠株式会社第一号船渠 H12.12.4

国指定 重要文化財 建造物 旧横浜正金銀行本店本館 S44.3.12

国指定
史跡名勝
天然記念物

史跡 旧横浜正金銀行本店 H7.6.27

5 国登録 登録有形文化財 建造物 神奈川県庁本庁舎 H8.12.20
6 国指定 重要文化財 建造物 横浜市開港記念会館 H1.9.2
7 国登録 登録有形文化財 建造物 旧横浜居留地煉瓦造下水道マンホ-ル H10.9.2
8 神奈川県指定 指定重要文化財 建造物 旧横浜居留地48番館 H13.2.13
9 国登録 登録記念物 名勝地 山下公園 H19.2.6
10 国登録 登録記念物 名勝地 日本大通り H19.2.6
11 国登録 登録記念物 名勝地 横浜公園 H19.2.6
12 国登録 登録有形文化財 建造物 市立港中学校門柱(旧花園橋親柱) H11.11.18
13 国指定 重要文化財 建造物 旧内田家住宅 H9.5.29
14 国登録 登録有形文化財 建造物 ジェラ-ル水屋敷地下貯水槽 H13.4.24
15 国登録 登録記念物 名勝地 山手公園 H19.2.6

国指定 重要文化財 建造物 旧燈明寺本堂 T10.4.30
国指定 重要文化財 建造物 旧天瑞寺寿塔覆堂 S6.12.14
国指定 重要文化財 建造物 旧東慶寺仏殿 S6.12.14
国指定 重要文化財 建造物 旧燈明寺三重塔 S6.12.14
国指定 重要文化財 建造物 月華殿 S6.12.14
国指定 重要文化財 建造物 春草廬 S6.12.14
国指定 重要文化財 建造物 聴秋閣 S6.12.14
国指定 重要文化財 建造物 臨春閣 S6.12.14
国指定 重要文化財 建造物 旧矢篦原家住宅 S31.6.28
国指定 重要文化財 建造物 天授院 S35.6.9

国指定
史跡名勝
天然記念物

名勝 三溪園 H19.2.6

17 神奈川県指定
指定
史跡名勝
天然記念物

天然記念物 根岸八幡神社の社叢林 S55.2.15

18 国指定
史跡名勝
天然記念物

史跡 三殿台遺跡 S41.4.2

19 神奈川県指定
指定
史跡名勝
天然記念物

天然記念物 森浅間神社とその周辺の樹叢 H6.2.15

神奈川県指定 指定重要文化財 建造物 東漸寺釈迦堂 S46.9.17
神奈川県指定 指定重要文化財 石造建造物 東漸寺五輪塔 S47.11.24

国指定
史跡名勝
天然記念物

史跡 称名寺境内 T11.10.12

神奈川県指定 指定重要文化財 建造物 称名寺金堂 H7.2.14
22 国登録 登録有形文化財 建造物 金澤園 H16.3.2

23 国指定
史跡名勝
天然記念物

史跡 朝夷奈切通 S44.6.5

4

16

20

21

 

資料：「神奈川県の文化財」神奈川県ホームページ 
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資料：「e-かなマップ（文化財防災マップ）」神奈川県ホームページ 

 

図２-13-２ 横浜港及びその周辺地域の指定文化財位置図 
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